
，

　
其
國
〔
薩
歴
〕
昔
有
羅
漢
、
以
淋
足
力
將
一
鶴
異
土
兜
華
美
、
槻
彌
勒

　
菩
薩
長
短
下
欄
、
選
下
刻
木
作
際
、
前
後
三
上
翻
、
然
後
乃
成
像
、

　
長
八
丈
足
映
八
尺
、
齋
日
常
有
光
明
。

、
ミ
い
び
、
玄
舞
の
欝
ふ
所
も
大
敵
…
之
ミ
同
じ
く
，
而
・
し
て
二
三
ノ
に

　
自
有
楽
像
法
流
東
野

ミ
も
い
ふ
。
（
西
域
記
巻
三
）
此
に
い
ふ
所
は
彌
勒
の
像
で
あ
り
、
而
も

其
高
八
丈
ミ
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
の
傳
読
“
は
其
上
暦
の
人
の

未
だ
知
ら
ざ
る
佛
像
に
脇
・
し
れ
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
彼
観
の
、
箒
に

此
像
に
蹄
ぜ
ら
れ
六
理
由
は
固
よ
り
不
明
で
あ
る
が
、
法
顯
傳
や
西
域

認
申
諸
種
の
佛
籐
を
記
・
し
て
あ
る
が
、
優
境
勝
軍
造
像
を
除
く
外
、
昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
評

　
善
し
て
其
遺
影
を
題
し
六
ミ
い
ふ
の
は
、
暴
露
の
み
で
あ
る
か
ら
で
は

　
な
か
ら
う
か
。
何
れ
に
し
て
此
訓
説
は
學
術
上
何
等
取
ろ
べ
き
も
の
で

　
丈
よ
、
O

　
一
†
レ

（一

�
R
ハ
）
脊
同
↓
⊥
奇
金
留
㎜
退
食
筆
艶
巻
て
一

（
三
七
）
街
ほ
降
っ
て
は
切
苑
永
十
四
年
丁
丑
に
も
清
画
嘱
寺
湿
し
れ
ε
い
ふ
。

　
（
本
説
寺
年
譜
十
、
古
事
類
苑
、
宗
敏
部
三
引
用
）

墨
筆
一
奮
清
野
営
城
内
の
宏
仁
寺
（
俗
受
男
芸
毒
）
ほ
共
後
明
治
三
十
三
年

北
清
義
和
下
血
墾
の
起
つ
れ
時
不
幸
兵
褻
に
罹
り
、
一
千
四
百
絵
年
の
聞

膏
に
支
那
佛
敏
者
の
み
な
ら
す
、
満
謙
函
若
人
章
句
の
劉
象
詐
り
し
瑞
像

に
今
や
露
麟
に
遜
坐
奉
安
ぜ
ら
る
・
ミ
い
ふ
。
（
寺
本
難
解
師
談
）

’

濱

誌
，、

頓

の

研

究

文
學
、
博
士

三

浦

周

行

　
　
　
　
　
緒
　
　
雷

　
地
方
に
於
け
る
都
市
商
港
の
酸
達
は
歓
洲
の
そ
れ
ご
同

じ
く
我
中
世
史
の
後
期
を
飾
っ
て
居
る
。
政
界
の
分
割
に

第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
小
鷺
港
の
概
究

件
っ
元
中
央
の
文
化
が
次
第
に
地
方
に
お
し
籏
が
つ
て
行

つ
襲
爵
時
代
に
、
地
方
文
化
の
中
心
で
あ
っ
π
都
市
商
港

の
獲
遷
を
閑
却
し
て
歴
史
の
鼻
綱
を
捕
へ
る
こ
ご
は
、
も

第
四
號

三
三
　
（
五
九
八
）



　
　
　
第
　
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
小
野
港
の
犠
究

こ
よ
り
綴
葉
な
い
O
當
時
京
都
を
中
心
こ
し
π
表
口
本
に

は
兵
庫
や
堺
が
あ
っ
元
が
、
更
に
こ
れ
に
匹
敵
す
べ
き
も

の
を
裏
日
本
に
求
め
π
な
ら
ば
、
敦
賀
葎
や
三
國
湊
に
も

増
し
て
小
穂
津
が
濁
り
光
っ
て
居
る
○
申
に
も
二
道
の
昔

南
遺
言
数
次
の
着
岸
の
動
き
、
虚
言
に
光
彩
を
添
へ
π
こ

ご
如
何
ば
か
り
で
あ
ら
う
。
届
き
に
堺
港
の
研
究
に
着
手

す
る
ご
共
に
小
濱
の
登
達
に
も
注
意
を
怠
ら
な
か
つ
セ
余

輩
は
多
年
憧
優
し
つ
、
あ
っ
π
此
等
に
一
ご
夏
を
過
し
て

或
は
奮
家
に
遺
編
を
求
め
、
或
は
就
寺
に
隠
れ
π
る
吏
料

を
捜
り
、
叉
故
老
を
訪
う
て
奮
事
を
尋
ね
な
ご
す
る
中
に

朧
げ
な
が
ら
中
世
の
小
濱
津
を
思
ひ
浮
べ
る
こ
ご
が
出
鉱

π
o
露
來
臼
が
導
く
、
材
料
の
整
理
も
下
緒
に
就
か
ぬ
位

で
あ
る
か
ら
未
だ
考
謹
を
　
心
す
の
暇
は
な
い
が
、
取
敢
へ

す
其
研
究
の
一
斑
を
學
界
に
報
告
し
て
、
更
に
他
日
の
研

籔
を
期
し
た
い
ご
思
ふ
O

　
　
　
　
地
勢
の
漿
遷

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
三
四
　
（
五
九
九
）

　
何
庭
の
女
癖
も
潮
流
の
關
係
、
其
露
に
濫
ぐ
河
川
か
ら

流
れ
込
む
士
砂
の
關
係
、
入
爲
の
埋
立
其
他
種
々
の
事
情

か
ら
、
長
い
間
に
は
地
形
の
箕
面
を
賞
し
勝
の
も
の
で
あ

る
。
小
濱
港
も
亦
古
学
幾
多
の
愛
遷
を
輕
て
來
だ
や
う
に

傳
へ
ら
れ
て
居
る
が
、
其
中
で
も
最
も
有
力
ご
看
微
さ
れ

居
る
の
は
若
狭
郡
縣
志
の
説
で
あ
ら
う
。
即
ち
同
書
鴨
小
濱

の
條
に
昔
日
阿
納
尻
村
之
蓬
有
二
市
屋
一
、
而
北
西
爾
國
之

商
舶
至
二
期
十
一
、
叉
其
西
海
畔
有
二
下
屋
㍉
他
邦
海
賢
之

所
レ
來
也
、
其
麗
西
津
名
、
今
西
津
郷
是
也
、
爾
後
移
二
市
店

干
小
輩
、
至
・
干
・
今
海
陸
之
商
質
至
難
憾
言
華
、
建

不
易
食
餌
之
地
也
こ
い
ふ
の
で
あ
る
○
雪
隠
納
尻
に
は
今

も
古
津
こ
い
ふ
地
名
が
あ
っ
て
、
鳥
撃
が
昔
の
津
で
あ
っ

π
o
西
津
は
其
西
方
に
嘗
っ
て
居
る
か
ら
家
π
名
で
、
大
湊

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ば
ら

小
湊
の
字
地
も
め
り
、
竹
原
を
歴
て
》
（
今
は
講
書
を
）
小

濱
ざ
相
接
し
て
居
る
○
最
後
に
其
町
屋
が
小
馬
へ
移
っ
て

小
濱
は
永
代
繁
昌
の
港
こ
な
っ
た
。
即
ち
昔
の
古
津
か
ら



西
津
、
西
津
か
ら
小
愛
い
ふ
風
に
段
々
藩
の
敏
黍
が
々
次
第
の
初
頭
に
、
稻
死
守
確
定
、
縫
に
楚
歎
願
、

南
遷
し
て
小
濱
に
至
っ
て
落
着
い
た
こ
い
ふ
の
で
あ
る
。
　
建
久
七
年
八
月
に
得
替
、
鎌
倉
右
大
仁
頼
朝
御
勘
氣
に
よ

此
説
盛
名
か
ら
考
へ
毒
灘
の
塗
箸
喫
し
て
行
ゆ
瀟
、
所
嘱
，
喚
悉
く
に
め
義
て
、
窪
庄
ば
か
り

く
径
路
か
ら
考
へ
て
も
尤
も
ら
し
く
思
は
れ
汲
で
も
な
い
　
か
つ
み
や
う
こ
こ
ろ
に
給
る
。
よ
の
こ
こ
ろ
の
研
領
は
み

が
、
又
撃
に
地
名
に
泥
ん
だ
説
で
あ
っ
て
、
其
根
抵
の
な
次
郎
兵
衛
尉
忠
直
騎
蕊
論
。
讃
鎗
、
難
蠣
鰐

薄
墨
や
う
に
考
へ
ら
諸
で
も
な
い
。
少
な
を
も
記
箭
裡
笙
町
明
ご
あ
る
高
事
を
言
い
π
も
の
で
あ
る
。

録
の
上
に
寝
て
は
是
等
の
愛
遷
を
謹
遣
す
る
こ
ご
が
繊
來
　
西
津
は
壽
永
三
年
に
安
信
資
良
が
後
重
詰
院
の
御
領
に
寄

兼
ね
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
奉
つ
π
の
を
院
か
ら
更
に
寺
領
に
せ
ら
れ
だ
こ
ご
が
め

　
此
地
方
の
洛
革
を
考
へ
る
に
つ
い
て
最
も
古
い
記
録
は
　
る
が
、
（
帥
護
寺
文
書
同
縁
起
）
此
頃
ば
今
富
名
其
他
の
士

若
狡
國
守
護
職
次
第
ご
若
狡
玉
壷
所
今
富
名
領
主
代
々
次
　
地
ご
共
に
、
守
護
の
本
下
司
で
あ
っ
だ
稻
庭
時
定
な
る
も

第
ご
あ
る
。
何
れ
も
頼
朝
の
治
世
建
久
七
年
か
ら
足
利
の
．
の
、
専
領
で
あ
っ
π
o
然
る
に
時
定
は
、
頼
朝
の
怒
に
溺

初
期
癒
、
奪
九
．
帰
年
頃
迄
の
事
を
牧
め
て
あ
る
同
回
れ
盃
蕨
領
全
部
を
渡
救
さ
れ
、
頼
朝
の
乳
母
子
で
島
津

代
の
記
録
ご
見
ね
る
。
然
る
に
守
護
職
次
弟
の
開
悲
第
一
　
忠
久
の
弟
で
あ
っ
セ
若
荻
の
守
護
津
々
見
互
譲
に
給
は
つ

に
、
右
大
豊
頼
朝
御
代
、
津
々
見
右
衛
門
次
郎
忠
言
守
護
　
沈
。
唯
西
津
荘
ば
か
り
は
恩
命
に
依
っ
て
勝
に
時
定
に
取

領
、
嘗
保
一
圓
知
昌
行
之
｝
、
建
久
七
年
九
月
へ
日
守
護
本
　
獲
さ
れ
、
時
定
は
西
津
で
湿
し
紀
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぐ
う
　
　
　
　
　
き
い
し
ょ

下
司
稻
庭
樺
幽
々
定
跡
拝
こ
領
之
一
、
ご
あ
る
の
は
領
圭
代
　
　
此
今
富
名
は
一
に
税
所
今
富
名
こ
も
申
し
て
西
元
。
太

　
　
　
筑
ρ
　
一
　
ぬ
管
　
　
　
研
　
　
究
　
　
　
・
小
源
倶
港
爪
り
研
引
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笙
圃
H
號
　
　
　
　
一
二
五
　
　
（
山
ハ
○
○
）



第
一
巻
　
　
珊
　
究
　
　
小
耳
港
の
研
究

李
記
に
齋
所
今
積
ご
書
い
て
居
る
の
も
そ
れ
で
め
る
○
（
富

ご
い
ふ
名
の
附
く
地
名
は
近
所
に
國
富
蕪
が
あ
り
、
若
狭

郡
縣
志
に
擦
る
ご
矢
代
浦
も
古
く
は
稻
富
浦
ご
擁
し
把
こ

い
ふ
が
積
こ
い
ふ
名
に
も
志
士
が
あ
る
、
同
書
に
は
志
津

見
浦
ご
書
き
、
始
め
國
豊
富
に
厩
し
て
居
た
が
、
冷
は
堅

焼
荘
の
内
か
ご
見
ぬ
る
。
近
江
國
高
島
郡
の
善
積
荘
叉
は
「

同
名
の
郡
な
ご
に
思
ひ
較
べ
て
地
名
の
起
源
に
何
か
説
明

が
附
き
そ
う
に
も
考
へ
ら
れ
る
）
色
名
こ
い
ひ
税
所
こ
い

ふ
名
か
ら
推
し
て
も
、
も
こ
は
國
衛
領
で
あ
っ
π
こ
ご
が

知
れ
る
。
そ
れ
で
頼
朝
の
時
若
弟
國
の
守
護
領
に
移
さ
れ

事
後
も
、
其
荘
官
に
は
爾
ほ
控
所
代
や
公
文
こ
い
ふ
名
を

存
し
で
居
た
。
最
初
の
公
書
阿
彌
陀
坊
の
名
は
前
に
引
い

π
領
圭
代
々
次
第
に
も
見
ね
る
が
、
同
書
に
載
っ
て
居
る

守
護
領
に
な
っ
て
か
ら
の
税
所
代
以
下
の
氏
名
を
墨
げ
る

ご
、

　
醗
所
代
徳
望
藤
内
光
憲
、
公
丈
野
離
四
郎
。

第
四
號

ご
エ
ハ
　
（
六
〇
一
）

　
次
馨
代
嘉
。
雪
田
矯
三
郎
霊
、
公
査
入
、
次
書
房
、

　
次
藤
内
軽
量
信
康
、
次
右
馬
大
夫
暗
丈
、
次
古
津
並
太
鄭
声
経

但
此
宮
所
代
を
後
に
は
輩
に
代
官
こ
も
い
ひ
、
今
富
名
が

後
に
北
條
執
並
家
の
手
に
露
し
て
か
ら
は
税
所
懐
は
御
代

官
の
下
に
畳
か
れ
、
其
代
官
に
國
代
官
（
今
富
代
官
こ
い

ふ
ご
同
一
か
）
京
代
官
こ
い
ふ
が
あ
り
、
御
代
官
が
二
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
だ
い

自
ら
居
る
こ
こ
ろ
か
ら
其
藤
代
が
出
窓
、
こ
れ
を
下
代
ご

申
し
セ
。
何
れ
に
し
て
も
守
護
領
・
執
心
家
領
の
部
下
こ

し
て
の
税
研
の
名
は
既
に
本
來
の
意
義
を
失
っ
て
居
沈
の

で
あ
る
○
唯
元
弘
一
統
の
時
に
、
若
齢
國
司
洞
院
公
賢
の

下
に
、
國
司
税
所
今
富
の
名
を
霧
へ
ら
れ
、
目
代
。
小
目

代
。
住
所
を
國
司
よ
り
任
命
し
セ
の
は
長
息
衛
領
の
奮
制

に
復
し
陀
姿
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
限
り
し
か
績
か
な
か
つ

陀
。　

小
濱
は
此
今
富
名
の
海
濱
の
名
で
あ
る
。
領
圭
代
々
次

第
に
當
濱
（
例
せ
ば
明
徳
四
年
整
磁
義
満
の
小
野
に
來
り



し
こ
ご
を
叙
せ
る
條
な
ざ
に
）
ご
書
い
て
あ
る
は
今
富
名

の
濱
ご
い
ふ
義
に
外
な
ら
ぬ
。
小
濱
の
名
の
最
も
早
く
見

ね
陀
の
は
守
護
職
次
第
に
自
二
建
武
三
年
七
月
廿
五
F
尾

張
式
部
大
夫
殿
小
濱
へ
入
部
こ
め
る
も
の
で
あ
ら
う
。
こ

れ
を
以
て
小
濱
の
名
が
正
時
以
前
に
な
か
っ
た
こ
は
い
は

れ
ぬ
け
れ
ざ
も
、
小
濱
が
今
富
名
こ
い
ふ
荘
園
か
ら
次
第

に
濁
面
す
べ
き
過
程
に
あ
っ
沈
こ
ご
を
示
し
て
居
る
。

　
拐
て
此
小
面
は
今
ご
同
一
の
地
形
で
あ
っ
π
か
ご
い
ふ

に
、
傳
説
に
起
る
ご
、
昔
は
町
の
南
方
後
瀬
由
の
麓
迄
後
瀬

浦
こ
い
ふ
海
濱
で
あ
っ
て
漁
民
の
住
家
し
か
な
か
つ
π
、

今
も
其
威
に
あ
る
心
頭
寺
内
の
八
百
比
丘
尼
の
巖
洞
は
此

海
波
に
洗
は
れ
て
山
骨
の
現
れ
π
も
の
で
め
る
、
又
伏
原

村
の
西
迄
も
河
水
ご
海
水
ご
が
入
交
っ
て
津
田
入
江
こ
い

つ
て
居
た
。
町
の
西
方
青
井
山
麓
に
帆
着
谷
こ
い
ふ
が
あ

れ
ば
、
熊
野
山
下
に
船
止
巖
の
名
も
あ
る
、
竹
原
四
ッ
谷
の

入
江
町
小
濱
町
の
濱
浦
町
臨
心
腹
小
路
な
ご
の
古
町
名
が
當

　
　
　
第
一
懸
　
　
研
　
究
　
　
小
肥
港
の
研
究

時
の
面
影
を
傳
へ
ら
れ
居
る
こ
い
ふ
の
で
あ
る
。
（
今
の
町

名
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
全
國
の
沸
石
名
を
取
っ
て
つ
け

た
も
の
で
あ
る
）
o

此
後
瀬
山
や
青
井
の
山
麓
迄
海
濱
で
あ
っ
π
こ
い
ふ
こ
ご

は
地
勢
上
肯
定
さ
れ
ぬ
で
も
な
い
が
、
徐
程
久
し
い
以
前

の
事
で
あ
っ
て
、
記
録
に
小
腹
の
名
の
見
ぬ
る
頃
に
は
相

當
の
地
域
が
あ
っ
π
ら
う
ご
思
は
れ
る
。
小
丸
の
海
岸
は

二
百
五
十
年
も
前
の
江
．
戸
時
代
に
さ
へ
風
波
の
工
め
に
削

ら
れ
陀
り
又
遠
淺
に
な
つ
π
り
し
て
蔑
度
か
移
り
愛
つ
沈

趣
が
あ
る
が
（
志
津
貸
出
）
濱
浦
町
は
今
も
海
濱
で
あ
り
、

礪
濱
小
路
は
聴
濱
へ
蓮
ふ
溢
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
盤
濱

其
者
で
は
な
か
っ
陀
ら
う
。
津
田
の
入
江
も
、
海
水
よ
り
は

寧
ろ
河
水
の
入
江
で
あ
っ
π
か
ご
考
へ
ら
れ
る
。
蓮
光
寺

の
奮
地
は
長
源
寺
の
前
の
下
簗
（
江
戸
時
代
に
仲
聞
の
居

母
地
）
あ
尽
り
に
あ
っ
て
、
境
内
の
十
景
に
は
白
鴎
洲
回

雪
岸
東
江
村
な
ご
の
名
が
あ
っ
把
こ
い
ふ
け
れ
ど
も
、
若

第
四
號
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k
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第
一
巻
　
　
獅
　
究
　
　
小
渡
港
の
研
究

狭
守
護
代
記
に
、
瀧
光
寺
の
欝
地
の
事
を
書
い
て
「
罪
源

寺
の
北
隣
に
て
三
方
は
深
田
、
東
一
方
は
名
田
庄
舛
な
り

」
ご
見
ぬ
る
か
ら
、
こ
れ
も
想
や
田
の
事
で
海
に
は
驕
心

が
な
い
。
竹
原
の
入
江
町
も
讃
美
類
で
あ
ら
う
。

　
さ
り
な
が
ら
町
の
附
近
を
流
れ
る
河
川
の
流
域
に
は
確

に
攣
遷
が
あ
っ
π
近
江
國
高
嶋
郡
三
谷
村
寒
風
山
に
源
を

登
す
る
北
川
口
は
雲
溝
〃
村
ご
國
富
村
こ
の
間
で
、
多
田
川
を

合
せ
て
町
の
北
方
で
南
川
　
ご
共
に
海
に
入
る
け
れ
ざ
も
、

も
こ
は
西
津
の
山
に
澹
ひ
、
編
谷
村
に
幽
で
、
海
に
入
っ

陀
も
の
で
、
今
も
其
邊
は
地
面
が
一
帯
に
低
く
、
專
門
家

に
は
一
見
し
て
其
奮
流
域
な
る
こ
ご
を
認
識
さ
れ
る
。
遠

敷
郡
奥
名
田
村
か
ら
流
れ
る
南
川
（
名
田
川
こ
も
湯
川
こ

も
）
も
、
も
こ
長
客
寺
の
東
北
か
ら
市
瘍
町
を
流
れ
て
海

に
建
つ
π
こ
い
ふ
。

　
小
濱
の
市
優
の
改
正
こ
も
看
微
す
べ
き
こ
ご
が
記
録
の

上
で
少
く
こ
も
三
度
見
え
る
○
小
書
城
は
小
濱
の
南
に
從
耳

　
　
　
　
　
　
　
餓
〃
閃
…
號
　
　
　
　
｝
二
八
　

（山

n
〇
三
）

ぬ
て
る
後
瀬
由
に
あ
っ
π
o
戦
國
時
代
の
小
農
は
此
城
廓

を
中
心
こ
し
陀
城
下
町
で
あ
っ
π
が
、
武
田
氏
の
末
期
弘

治
年
申
に
他
の
襲
撃
に
備
へ
る
爲
め
に
城
の
内
廓
の
外
、

町
の
西
北
を
取
り
込
ん
で
外
廓
を
設
け
π
、
こ
れ
が
一
つ
Q

此
事
は
軍
事
上
の
見
地
か
ら
必
要
こ
し
て
も
、
町
民
の
受

く
べ
き
損
害
は
少
な
か
ら
ぬ
こ
ご
で
あ
っ
陀
が
、
丹
朋
長

秀
の
若
狡
の
國
に
封
せ
ら
れ
て
か
ら
天
正
十
二
年
二
月
に

此
外
廓
を
撤
し
て
も
こ
の
市
街
地
に
復
し
陀
。
長
秀
は
前

年
五
月
越
前
及
び
加
賀
の
年
譜
に
封
せ
ら
れ
て
加
賀
の
小

松
を
其
居
城
ご
定
め
、
小
農
に
は
代
官
奉
行
丈
を
潔
く
こ

ご
に
し
π
か
ら
、
内
廓
だ
け
の
使
用
に
止
め
陀
の
で
あ
る
○

（
若
狭
代
々
記
）
こ
れ
が
二
つ
○
長
秀
の
子
長
重
を
纒
て
淺

野
長
政
に
至
っ
て
長
井
伊
賀
等
に
古
城
屋
敷
七
聞
口
を
遣

し
て
こ
れ
に
移
ら
せ
π
o
（
長
井
文
書
）
長
井
・
組
屋
諸
氏
の

現
住
宅
は
即
ち
そ
れ
で
あ
る
こ
い
は
れ
る
○
慶
長
五
年
蘭

ヶ
原
役
後
京
趣
高
次
が
溺
柴
勝
俊
の
後
を
承
け
て
此
國
に



封
憧
ら
れ
て
か
ら
城
を
雲
量
に
築
く
ご
共
に
稽
大
規
模
に

亘
っ
て
小
按
の
市
匿
改
正
を
行
つ
π
Q
北
川
や
南
川
は
是

時
雲
濱
に
引
い
て
城
の
外
壕
こ
し
陀
。
竹
原
は
小
演
ご
西

津
こ
の
間
で
慮
永
十
九
年
に
竹
原
天
王
宮
の
鳥
居
を
立
て

ら
れ
起
こ
ご
が
領
主
代
々
次
第
に
見
ぬ
る
が
、
其
上
竹
原

だ
け
を
西
津
に
移
し
沈
の
も
是
時
の
事
で
あ
る
。
慶
長
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
ち
ん

年
に
建
光
寺
を
今
の
地
に
移
し
て
其
跡
（
下
陣
）
ご
共
に
竹

原
西
津
を
家
中
屋
緻
ご
定
め
陀
。
町
の
北
端
の
川
崎
や
洲

崎
に
あ
っ
た
寺
院
を
町
の
西
南
に
移
樽
さ
せ
、
東
方
の
沼

地
を
埋
立
て
、
市
平
を
芝
蝦
し
把
○
市
蕩
の
整
理
も
同
時

に
行
は
れ
だ
か
ご
思
は
る
・
（
そ
は
別
項
に
説
か
う
）
。
慶
長

十
二
年
五
月
十
六
日
に
嶋
志
摩
守
・
村
山
聖
恩
の
連
判
で

各
町
に
出
し
π
定
に
擦
る
ご
、

　
　
　
　
小
演
東
西
家
数
間
数
之
畳

　
　
　
　
　
但
町
君
者
四
拾
壼
町
璽
家
籔
ハ
壷
町
二
三
＋
間
ソ
．

　
　
一
束
分
家
鍛
合
九
籍
三
拾
賊
間
也
、

　
　
　
第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
小
忌
港
の
研
究

　
　
　
此
間
鐵
二
丁
千
四
百
七
捨
八
間
傘
五
寸
也
、

　
　
一
西
分
家
巨
艦
三
百
五
間
也
、

　
　
　
此
㎜
圓
数
合
ム
ハ
皆
口
八
三
趨
凡
闇
凹
，
小
｛
†
・
也
、

　
　
東
西
之
察
鍛
都
合
千
球
百
冊
七
重
、
　
　
　
　
公
事
人
也

　
右
之
間
馬
惣
都
合
三
千
百
六
拾
問
也
，
　
　
定
醐
也

此
東
分
・
西
分
は
即
ち
東
組
・
葉
組
で
、
後
に
中
興
が
出

來
π
o
東
西
の
分
界
は
も
こ
の
廣
小
路
即
ち
堀
朔
の
地
で

あ
っ
把
ら
う
◎
こ
れ
は
其
後
処
弁
家
の
時
か
ら
現
今
に
至

る
迄
大
燈
に
於
て
勤
か
濾
ご
こ
ろ
で
あ
る
。
此
市
冨
改
正

の
完
成
は
も
こ
よ
り
其
大
小
難
易
の
相
違
こ
そ
め
れ
、
秀

吉
の
京
都
の
そ
れ
に
も
類
似
し
π
大
成
功
で
あ
っ
て
ガ
忠

次
の
英
断
は
何
人
も
こ
れ
を
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
現
今

の
小
繋
は
東
西
五
千
九
百
四
十
尺
・
南
北
一
千
八
百
尺
の

地
積
こ
な
っ
て
居
る
。

　
　
　
　
恥
濃
港
の
縫
建
の
原
因

　
小
比
津
即
ち
小
濱
港
が
北
海
の
要
港
こ
し
て
螢
達
し
た

重
な
る
諸
原
因
を
数
へ
る
ご
、
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第
　
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
小
濱
港
の
研
究

　
（
第
一
）
三
帰
郡
は
國
の
中
心
で
國
府
守
護
所
の
所
在
地

で
あ
り
中
世
中
郡
の
私
樗
も
あ
っ
セ
程
で
、
今
富
名
を
始

め
、
巡
警
な
る
荘
園
も
多
く
此
地
に
あ
っ
把
が
、
小
勢
が

此
く
の
如
き
地
方
殊
に
今
富
名
ご
い
ふ
大
荘
を
其
背
後
に

負
ひ
、
小
繋
灘
を
控
へ
て
嵩
置
の
便
を
占
め
て
居
花
こ
ご

は
見
遁
さ
れ
ぬ
。
今
富
名
の
四
至
は
明
確
に
し
難
い
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
た

ざ
も
、
同
時
に
存
在
し
元
西
津
・
國
富
・
太
良
・
名
田
杯
の

荘
園
名
が
今
も
地
名
に
残
っ
て
居
る
の
を
地
築
や
現
地
に

就
て
見
る
ご
、
何
れ
も
山
谷
を
以
て
自
然
に
仕
切
ら
れ
陀

地
形
で
あ
る
の
で
、
略
之
を
推
定
す
る
事
が
出
來
る
。
即
ち

蘭
燈
に
於
て
現
在
の
府
中
以
下
の
数
邑
を
含
ん
だ
今
富
村

ご
小
演
ご
を
合
せ
泥
も
の
こ
見
て
大
差
は
あ
る
ま
い
。
前

　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
う

に
も
説
い
だ
如
く
、
署
名
が
守
護
領
ご
し
て
津
々
見
忠
季

の
後
は
嫡
子
忠
蒔
が
傳
領
し
だ
が
、
寛
喜
元
年
忠
時
罪
あ

っ
て
所
領
を
風
呂
せ
ら
れ
π
後
に
は
執
灌
泰
時
の
子
経
時

に
與
へ
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
後
所
謂
「
關
東
御
内
御
領
」
ご
し

　
　
　
　
　
　
　
鯖
解
m
悶
鞭
伽
　
　
　
　
㎞
四
〇
　
（
ゐ
ハ
〇
五
）

て
北
條
執
権
家
の
手
に
蹄
す
る
事
こ
な
つ
π
o
義
時
以
家

若
狡
一
國
が
北
條
執
椹
の
轟
轟
ご
な
り
叉
六
波
羅
の
守
護

國
こ
も
な
っ
て
其
滅
白
の
時
に
及
ん
だ
事
ご
併
せ
考
へ
て

北
條
執
飯
豊
の
此
名
に
重
き
を
置
い
て
居
π
か
い
窺
は
れ

る
ご
共
に
、
如
何
に
豊
饒
で
あ
っ
だ
か
を
察
し
ら
れ
る
。

　
（
第
二
）
は
南
北
朝
以
來
の
戦
織
で
あ
ら
う
。
此
戦
楓
中

若
荻
國
守
護
こ
な
つ
π
も
の
に
は
將
軍
（
愈
氏
）
方
も
あ
れ

ば
錦
小
路
（
直
義
）
殿
方
も
め
り
、
宮
方
も
あ
っ
て
、
・
今
富

名
の
如
き
も
彼
等
や
國
人
こ
の
間
に
孚
奪
を
繰
返
さ
れ
、

槻
慮
二
年
將
軍
方
の
大
高
重
成
の
領
圭
こ
な
つ
π
時
、
當

國
の
地
頭
御
家
人
が
直
義
を
助
け
て
其
代
官
を
逐
う
尾
こ

ご
も
あ
れ
ば
、
山
名
時
習
が
宮
方
こ
し
て
こ
れ
を
給
は
う
、

黒
黒
城
に
盤
つ
π
時
に
は
騒
人
が
こ
れ
を
攻
め
て
戦
っ
て

居
る
。
此
戦
凱
は
小
腹
の
爽
展
に
障
磯
を
輿
へ
把
よ
り
も
、

こ
れ
を
助
長
し
π
こ
ご
が
多
か
っ
沈
ら
う
ご
思
は
れ
る
。

由
來
若
狡
國
の
守
護
で
あ
り
、
同
時
に
今
富
名
の
領
圭
で



’

あ
っ
陀
も
の
は
遙
任
で
あ
っ
て
、
實
際
入
部
し
て
來
π
も

の
は
代
官
や
叉
代
（
下
代
）
で
め
つ
π
こ
ご
は
、
自
然
ご
住
民

の
自
治
を
促
し
セ
で
あ
ら
う
。
矧
し
て
此
時
代
の
領
圭
や

代
官
等
で
は
兵
馬
控
訴
の
際
、
地
方
の
行
政
事
務
は
も
こ

よ
り
、
治
安
の
維
持
さ
へ
畳
束
な
か
つ
π
。
職
國
時
代
殊
に

然
り
で
、
朋
賀
寺
年
中
行
事
の
左
の
記
事
な
ざ
を
見
る
ご
、

同
時
代
に
此
地
方
の
胤
賑
な
状
態
、
見
る
如
く
で
あ
る
。

　
　
大
永
六
年

　
　
閏
此
年
丹
後
之
海
賊
等
峰
起
ソ
若
州
之
浦
々
テ
属
望
シ
、
或
資
財
チ
葱
、

　
細
引
放
火
ス
、
西
津
小
濱
ハ
二
王
逆
茂
木
描
写
、
　
郡
内
山
木
殺
二
言
蓋
一

　
者
也
、
當
國
諸
勢
加
佐
郡
へ
禺
陣
ス
、
雌
時
越
前
号
合
力
・
軍
勢
ハ
三
、

　
方
郡
認
仕
テ
選
テ
濫
妨
ス
此
儀
中
郡
二
風
聞
メ
在
々
庭
々
ノ
構
口
壽
木
戸
テ

　
結
、
堀
レ
三
者
也
、
．
遽
昌
越
之
一
葦
陣
ス
ル
也
、

　
　
一
領
九
孟
月
＋
四
日
、
越
嘉
凡
吾
舞
後
袈
零
時
來
、

　
十
七
日
遅
露
、
丹
州
海
賊
毎
々
越
蘭
へ
來
、
浦
々
チ
淺
、
故
二
反
報
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
リ

　
　
メ
丹
州
ノ
浦
チ
可
二
稜
向
一
b
敬
二
來
ト
ナ
リ
、
然
ト
モ
元
指
武
威
ナ
ク

　
　
　
　
　
（
嘲
り
）

　
臨
事
、
世
上
ノ
欺
ク
也
卜
云
、

小
濱
の
如
き
も
是
れ
が
動
機
に
な
っ
て
、
市
民
自
衛
上
の

　
　
　
第
一
懸
　
　
研
　
究
　
　
小
鼠
港
の
研
究

必
要
よ
り
彼
等
の
團
結
が
輩
固
に
な
り
、
こ
れ
を
率
み
る

在
園
も
出
來
て
市
民
は
領
圭
代
官
の
間
鷲
重
き
を
な
す
に

至
つ
だ
ら
し
い
。

　
領
主
次
第
に
は
貞
治
三
年
山
名
時
氏
の
領
主
で
あ
っ
だ

時
の
代
官
、
。
叉
代
の
名
を
載
せ
て
、
政
所
器
量
心
性
許
、
宿

等
星
性
許
ご
記
し
元
の
を
始
め
、
宿
刀
禰
宗
蝿
許
な
ざ
、

見
ね
る
。
乱
政
忌
屋
は
同
書
の
下
交
に
慮
永
二
十
六
年
三
・

、
月
三
日
小
智
政
所
屋
焼
亡
了
、
概
算
堂
別
當
許
被
レ
宿
ご
あ

る
小
繋
政
所
屋
で
あ
る
。
是
よ
り
先
き
、
長
法
寺
民
部
丞
入

道
々
圭
こ
い
ふ
の
が
入
部
し
て
政
所
屋
刀
禰
左
衛
門
次
郎

の
許
に
居
っ
陀
の
に
、
其
政
所
屋
が
焼
け
把
潜
め
凱
音
寺

別
當
の
許
に
宿
を
移
し
π
の
で
あ
る
○
問
ご
は
問
九
、
・
問

屋
を
指
す
こ
ざ
言
ふ
迄
も
な
い
。
即
ち
今
富
名
の
行
政
官

弛
お
代
官
や
下
代
が
出
勤
し
て
事
務
を
取
扱
ふ
政
所
屋
は

小
濱
に
あ
っ
π
が
、
そ
れ
は
問
屋
の
邸
内
で
あ
っ
π
。
彼

等
の
族
館
は
別
に
定
む
る
を
普
通
の
塙
合
こ
し
π
が
、
こ

第
四
號
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一
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山
バ
リ
山
ハ
）



　
　
　
第
一
巻
　
　
概
　
究
　
　
小
濱
港
の
研
究

、
に
見
ゆ
る
が
如
き
政
所
屋
に
宿
す
る
こ
ご
も
稀
れ
に
ば

あ
っ
陀
。
そ
れ
が
皆
市
民
の
主
な
る
薫
辛
や
刀
禰
で
あ
っ

て
、
宗
畳
の
如
き
は
濱
向
侍
ご
注
さ
れ
る
Q

　
住
民
の
潜
勢
力
の
窺
は
れ
る
今
一
っ
の
事
實
は
、
一
色

詮
範
の
領
主
時
代
に
小
笠
原
長
春
入
道
明
錬
が
離
宮
で
あ

っ
π
が
地
下
か
ら
其
排
斥
蓮
動
を
超
さ
れ
て
慮
永
六
年
六

月
廿
五
日
に
里
方
名
及
び
営
営
の
諸
役
人
迄
皆
逃
亡
し
π

の
で
更
迭
さ
れ
π
こ
ざ
が
あ
る
。
こ
れ
は
村
民
の
側
で
あ

っ
π
が
、
一
色
義
範
の
領
主
で
あ
っ
把
時
代
に
は
癒
永
二
．

十
八
年
に
は
小
話
の
問
九
が
代
官
三
方
山
城
入
溢
常
慨
の

下
深
長
法
寺
民
部
丞
入
道
々
圭
の
排
斥
蓮
動
を
試
み
て
同

年
七
月
四
葉
に
成
功
し
π
Q
（
領
主
代
々
次
第
）
是
等
の
事

實
は
何
れ
も
要
説
の
関
数
が
生
み
出
し
だ
杜
曾
現
象
で
あ

る
。
斯
様
に
町
民
間
の
團
強
力
が
張
か
つ
陀
こ
す
れ
ば
又

其
自
治
も
相
落
に
行
は
れ
て
居
π
ご
見
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
（
第
三
）
は
交
通
の
便
で
あ
る
。
難
問
題
は
海
陸
二
方
面

　
　
　
　
　
　
　
第
而
聞
穂
伽
　
　
　
　
四
二
　
　
（
山
ハ
〇
七
）

か
ら
概
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
O

　
食
）
陸
上
の
交
通
で
は
帝
都
が
近
江
に
あ
っ
把
時
は
い

ふ
に
及
ば
す
、
山
城
や
大
和
に
あ
っ
沈
時
で
さ
へ
、
若
荻

の
交
逝
は
頻
繁
で
あ
っ
泥
○
垂
翼
翼
皇
紀
に
は
天
日
槍
が

近
江
か
ら
若
狭
の
西
を
経
て
但
馬
國
に
行
っ
π
こ
ご
が
見

え
る
。
こ
れ
は
湖
東
を
通
つ
元
の
で
あ
る
が
、
志
賀
に
都

の
あ
っ
だ
時
は
陸
路
は
自
然
湖
西
の
交
通
を
便
こ
し
把
。

後
世
は
君
狭
は
南
方
近
江
ご
野
禽
を
接
し
て
居
る
け
れ
こ

も
、
拾
芥
略
要
抄
の
圖
に
は
山
城
に
接
し
て
居
る
。
小
濱

か
ら
今
津
へ
、
今
津
か
ら
湖
上
を
船
で
大
津
へ
、
大
津
か
．

ら
京
都
へ
行
く
ご
二
十
五
里
ご
議
す
る
が
、
若
し
山
越
を

し
て
京
郡
へ
越
ね
る
ご
す
る
ご
、
路
は
多
少
瞼
難
で
あ
る

代
り
に
、
道
程
十
八
里
ご
羅
せ
ら
れ
る
か
ら
、
昔
は
此
山

越
も
盛
ん
に
利
用
さ
れ
π
Q
北
陸
へ
参
る
も
の
は
別
に
三

方
郡
か
ら
敦
賀
へ
出
π
こ
ご
は
言
ふ
迄
も
な
い
○
即
ち
小

弟
は
是
等
陸
上
交
通
の
要
衝
に
常
ろ
て
居
た
の
で
あ
る
o



　
（
二
）
次
に
海
上
は
こ
い
へ
ば
、
寸
評
不
便
な
裏
日
本
の

諸
國
が
京
都
を
始
め
こ
し
て
各
地
方
へ
出
懸
く
る
に
、
船

で
此
期
霰
に
來
て
上
陸
す
る
も
の
が
多
か
つ
托
。
從
っ
て

是
等
の
地
方
に
行
く
に
も
亦
多
く
こ
、
よ
り
乗
船
し
π
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
固
こ
よ
り
陸
上
の
交
通
の
硬
に
も
依
っ

セ
ら
う
け
れ
こ
も
、
叉
墨
画
九
海
里
・
南
北
四
海
里
鯨
、

嚢
の
口
を
括
っ
セ
や
う
な
小
濱
薩
が
比
較
的
小
形
で
且
つ

製
造
の
不
完
全
な
る
昔
の
船
舶
の
好
錨
地
で
あ
っ
泥
か
ら

で
、
殊
に
冬
期
西
風
の
吹
き
荒
む
頃
に
は
こ
れ
を
防
ぐ
に

恰
好
な
る
地
形
に
あ
っ
陀
な
ざ
は
此
港
の
一
段
の
強
み
で

あ
っ
元
。
親
元
日
記
寛
正
六
年
七
月
十
三
日
の
條
に
牧
め

π
幕
府
の
政
所
伊
勢
貞
親
の
小
濱
代
官
伊
賀
次
郎
左
衛
門

尉
に
宛
て
柁
書
状
に
慷
る
ご
、
封
馬
の
宗
刑
部
少
輔
の
二

軍
へ
の
進
物
船
も
小
濱
津
に
看
嚇
し
陀
の
で
あ
る
Q
叉
乙

部
を
基
灘
こ
し
て
國
内
ば
か
り
で
な
く
、
海
外
諸
國
へ
迄

も
乗
妬
し
泥
の
で
あ
る
か
ら
、
外
事
の
船
舶
も
こ
れ
を
聞

　
　
　
第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
小
鼠
港
の
研
究
．

傳
へ
て
態
々
こ
》
へ
入
港
し
把
も
の
が
少
く
な
か
つ
把
○

　
　
　
　
串
濱
の
覇
業

　
小
台
港
の
隆
盛
期
は
何
ん
こ
い
っ
て
も
衝
北
朝
以
後
こ

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
Q
而
し
て
其
商
業
の
種
類
は
何
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

つ
彪
か
ご
い
へ
ば
、
半
時
の
問
九
即
ち
問
屋
業
で
あ
っ
把
。

此
問
屋
は
貨
物
の
浬
邊
。
委
託
軍
費
及
び
族
館
を
業
こ
す

る
も
の
で
あ
っ
π
か
ら
、
こ
れ
を
以
て
小
濱
の
商
業
が
如

何
な
る
特
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
π
か
を
ト
す
る
こ
ご

が
出
家
や
う
。
即
ち
小
濱
は
商
品
の
中
潮
港
こ
し
て
追
回

を
保
つ
π
諜
で
あ
る
。

　
海
陸
の
利
を
占
め
π
良
港
は
海
蓮
に
依
っ
て
吸
牧
し
だ

北
陸
・
山
陰
等
諸
方
面
の
物
資
を
更
に
陸
路
か
ら
京
都
其

他
の
地
方
に
吐
き
嶺
し
つ
、
あ
っ
元
か
ら
、
走
時
に
は
京

都
に
取
っ
て
兵
姑
上
の
要
地
こ
な
り
、
こ
れ
を
昧
方
に
取

る
ご
敵
手
に
委
ね
る
ざ
は
軍
の
勝
敗
に
多
大
ヂ
の
財
影
響
を
及

ぼ
す
こ
ご
で
あ
っ
セ
。
さ
れ
ば
こ
そ
南
北
朝
時
代
に
は
公

第
四
號

幅
四
一
二
　
（
六
〇
八
）



　
　
　
　
第
　
一
巻
　
　
砺
　
究
　
　
小
濱
港
の
概
究

　
家
方
。
武
家
方
の
間
に
蔵
置
の
地
黙
こ
な
つ
陀
が
．
途
に
武

　
家
方
の
手
に
豪
し
沈
の
で
あ
る
。
、
慈
仁
文
明
の
内
凱
に
於

　
て
は
此
方
面
は
更
に
一
暦
の
重
要
の
度
を
増
し
π
o
當
時

　
京
都
の
周
團
に
あ
る
七
箇
祈
の
出
入
ロ
即
ち
七
口
は
大
抵

　
西
面
の
爲
め
に
占
領
さ
れ
π
が
、
唯
丹
波
に
通
す
る
清
藏

　
口
ば
か
り
は
東
軍
の
手
に
冠
し
て
東
軍
の
將
若
狭
國
守
護

　
武
田
信
賢
が
專
ら
其
警
備
に
當
っ
て
居
つ
π
。
此
方
面
よ

　
り
受
け
π
東
軍
の
利
盆
は
如
何
ぜ
か
り
で
あ
っ
π
ら
う
ρ

　
か
く
て
小
濱
は
次
第
に
軍
事
上
に
利
用
さ
れ
、
そ
れ
ご
共

・
に
又
一
般
早
喰
こ
し
て
の
出
塁
を
來
し
泥
の
で
あ
る
。

　
　
支
那
の
圖
書
で
は
あ
る
が
、
例
へ
ば
閏
書
島
夷
志
に
播

　
摩
（
播
磨
）
伊
勢
若
佐
搏
多
其
台
墨
聖
母
レ
買
積
レ
貸
二
百

　
萬
、
和
泉
一
州
魏
食
、
撃
レ
鐘
誰
、
俗
有
二
中
腸
出
塁
一
也

　
云
々
ご
見
ね
、
圖
細
編
日
本
國
序
に
も
如
二
撮
摩
伊
勢
若

　
佐
博
多
其
人
以
レ
商
爲
レ
業
、
其
地
方
街
巷
風
景
宛
思
量
中

　
華
一
、
富
者
各
籔
千
家
、
有
下
積
紫
至
＝
百
萬
一
者
上
、
又
如
二

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
四
四
　
（
六
〇
九
）

和
泉
一
州
一
富
者
八
萬
戸
、
皆
革
巻
貨
殖
ご
見
ね
る
、
若
佐

は
即
ち
若
狡
で
あ
る
。
而
し
て
和
泉
が
專
ら
堺
を
意
味
し

た
様
に
、
若
狭
も
亦
圭
こ
し
て
小
濱
を
指
し
だ
も
の
で
あ

る
が
、
其
商
業
地
こ
し
て
博
多
ご
並
び
欝
せ
ら
れ
豪
商
も

少
ら
す
住
ん
で
居
π
の
を
見
る
ご
如
何
に
般
賑
を
極
め
つ

》
あ
っ
π
か
を
思
ひ
俘
べ
ら
れ
る
○
當
年
の
小
店
商
人
に

画
す
る
更
料
は
覆
工
し
て
居
る
が
、
親
元
日
記
別
吊
上
に

　
　
一
武
田
被
官
與
二
一
色
左
京
鱗
被
官
若
州
小
濱
住
人

　
　
　
等
一
撃
三
舟
相
論
事

　
　
　
費
圭
有
二
現
在
一
者
不
日
被
二
召
上
一
可
レ
有
二
糺
決
一

　
　
　
云
々

こ
い
ふ
一
項
が
見
ぬ
る
。
此
船
舶
費
渡
に
關
す
る
訴
訟
の

反
面
に
は
小
面
商
人
に
講
評
問
屋
が
多
く
、
彼
等
の
手
に

依
っ
て
蓮
途
蓮
商
の
盛
ん
に
行
は
れ
つ
、
あ
っ
π
こ
ご
を

謹
明
さ
れ
る
か
ご
思
ふ
。
彼
等
の
中
木
下
和
泉
入
道
は
、

組
屋
六
郎
左
衛
門
・
古
關
新
兵
衛
ご
共
に
、
豊
臣
時
代
の



町
年
寄
で
、
組
屋
ご
朝
鮮
・
支
那
に
渡
航
し
て
貿
易
を
行

な
つ
π
ε
傳
へ
ら
れ
る
が
、
小
悪
の
奮
町
名
和
泉
町
こ
い

ふ
の
は
此
和
泉
の
邸
で
あ
り
、
風
呂
小
路
の
北
側
に
も
和

泉
屋
敷
ご
い
ふ
が
あ
っ
犯
こ
い
は
れ
る
。
（
板
屋
氏
私
考
）

此
等
の
豪
商
の
一
鍬
こ
し
て
見
ら
れ
や
・
洗
。

　
小
話
の
醤
家
幸
盛
観
の
租
先
は
矢
張
此
種
の
船
問
屋
の

一
入
で
あ
っ
陀
が
、
9
其
萢
源
を
尋
ね
る
ご
、
天
文
七
年
武

田
義
統
の
部
下
逸
見
駿
河
守
が
大
飯
郡
高
濱
に
於
て
圭
家

に
忍
向
つ
π
頃
、
其
祀
九
郎
右
衛
門
が
轟
沈
び
同
罪
曾
伊
．

の
一
載
に
逸
見
河
内
守
を
討
捕
り
、
又
同
郡
久
手
の
再
論

に
敵
船
一
難
を
分
捕
つ
π
（
現
に
義
統
の
軍
忠
朕
ご
其
分

捕
船
の
臆
こ
い
ふ
も
の
こ
を
傳
へ
て
居
る
）
こ
れ
が
平
め

子
孫
代
々
諸
役
免
除
の
恩
典
に
浴
し
、
其
後
の
國
主
界
面

長
秀
・
長
重
及
び
京
極
高
次
か
ら
當
福
船
公
事
並
家
役
之

・
事
任
二
前
々
旨
一
A
”
二
菟
許
一
儲
永
代
不
レ
可
レ
有
二
相
違
幽
云
々

（
京
極
高
次
の
に
は
於
二
當
里
心
其
方
家
屋
敷
並
置
下
等
之

　
　
　
第
一
巻
　
　
研
究
　
　
附
議
港
の
研
究

事
任
二
前
々
旨
一
嘗
二
免
許
一
條
、
永
代
不
レ
可
レ
有
二
相
蓮
一
云

々
ご
見
ね
る
）
ε
の
安
堵
朕
を
與
へ
ら
れ
、
小
濱
町
に
於
け

る
其
家
屋
視
ご
船
舶
税
ご
を
免
除
さ
れ
π
上
に
、
大
飯
郡

の
一
要
港
で
あ
っ
π
和
田
・
小
話
問
の
航
路
（
和
田
糞
船
）

に
つ
い
て
の
公
邸
棲
を
得
て
、
酒
井
家
に
及
ん
だ
。
文
藤
役

に
苦
狭
諸
藩
の
船
舶
水
手
の
取
調
を
行
つ
π
が
、
中
郡
即

ち
遽
敷
郡
の
は
姦
濫
の
如
く
幸
村
源
作
に
命
趣
ら
れ
陀
。

和
田
通
船
は
中
ご
ろ
其
特
許
を
取
消
さ
れ
セ
が
、
加
賀
・
能

登
・
越
中
（
ご
文
面
に
は
あ
る
が
諸
國
へ
通
用
し
π
こ
い
ふ
）

へ
往
來
す
る
若
狡
船
に
豊
し
て
は
揖
屋
孫
右
衛
門
（
後
家

絶
ね
纏
屋
仁
右
衛
門
に
譲
る
）
同
甚
助
（
後
家
絶
ゆ
）
ご
が
船

手
形
を
登
行
す
る
特
継
は
幕
末
泡
畿
績
さ
れ
陀
。
（
幸
村
文

書
）
其
他
の
奮
家
に
し
て
も
、
例
へ
ば
豊
太
閤
の
雄
圖
を

薄
い
π
山
中
橘
内
の
書
朕
の
所
藏
者
こ
し
て
聞
え
だ
組
屋

氏
の
如
き
も
、
馬
指
役
に
は
淺
野
長
政
か
ら
先
代
源
四
郎

ご
古
裂
與
三
右
衛
門
の
職
人
を
奉
行
こ
し
て
七
八
百
石
積

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
h
　
　
　
四
五
　
　
（
山
口
一
〇
）



　
　
　
第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
小
滴
港
の
珊
究

の
舟
に
て
兵
糧
を
運
搬
さ
せ
ら
れ
て
居
る
し
、
交
職
四
年

十
一
月
骨
六
日
に
は
又
源
四
郎
に
命
じ
て
米
二
千
四
百
石

を
南
部
で
責
却
さ
せ
代
金
を
納
め
さ
せ
た
蒔
の
決
算
朕
や
．

ら
講
取
や
ら
が
組
屋
氏
に
傳
は
つ
て
居
る
○
豊
臣
時
代
で

は
田
中
宗
徳
は
慶
長
二
年
三
月
七
矯
連
柴
勝
俊
か
ら
居
屋

敷
の
地
子
及
び
諸
役
を
菟
除
さ
れ
て
居
る
が
、
其
子
の
有

幽
擁
は
寛
永
八
年
三
月
廿
ム
ハ
旧
に
ぬ
尽
綴
箪
坐
尚
か
ら
山
剛
潮
瀬
貼
り

小
論
町
に
於
け
る
家
屋
敷
及
び
船
諸
役
を
η
兇
除
さ
れ
て
居

る
（
長
井
文
書
）
。
拾
椎
難
話
に
昔
田
申
蕨
賀
は
五
百
石
積

の
舟
を
つ
か
ひ
、
津
輕
へ
か
よ
ひ
、
銀
五
百
目
持
暑
い
π

し
候
へ
ば
、
青
米
五
百
石
ば
か
）
買
屑
米
ご
籾
を
ゑ
ら
せ
、

こ
れ
を
ゑ
り
賃
に
つ
か
は
し
、
残
る
上
米
小
濱
へ
着
離
候

へ
ば
一
倍
に
成
渡
世
い
沈
さ
れ
候
云
々
ご
あ
る
肪
賀
は
即

ち
交
書
の
有
嘉
の
事
で
あ
ら
う
っ
豊
臣
隠
事
よ
り
の
奮
家

長
顧
命
の
如
き
も
亦
船
持
の
一
人
で
、
細
身
家
に
至
っ
て

爾
ほ
奮
例
に
依
っ
て
小
濱
町
に
於
け
る
家
屋
敷
載
適
評
及

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
「
　
　
　
四
山
ハ
　
（
山
門
一
一
）

び
船
諸
役
を
菟
除
さ
れ
て
居
る
。

　
問
屋
に
依
っ
て
取
扱
，
は
れ
る
他
地
方
の
産
物
の
外
小
濱

の
生
産
業
こ
し
て
は
何
が
あ
っ
陀
か
。
景
行
天
皇
の
朝
に

大
膳
臣
の
遽
羅
磐
鹿
六
雁
命
，
に
若
狡
を
賜
は
っ
セ
Q
高
橋

氏
は
又
其
後
畜
で
あ
る
○
此
氏
人
は
世
々
偽
造
ε
な
り
、
國

司
に
な
っ
た
人
も
め
る
が
、
叉
内
膳
の
事
に
も
預
つ
π
Q

此
國
の
海
陸
の
産
物
に
富
ん
で
居
把
こ
ご
も
こ
れ
を
以
て

聯
想
量
れ
る
○
延
喜
式
の
當
國
の
御
幣
・
調
中
男
作
物
・
交
易

難
物
に
も
米
の
外
海
草
。
海
魚
が
見
ね
る
○
後
世
に
も
例
へ

ば
若
狡
鯛
の
如
き
、
若
狡
昆
奮
の
如
き
（
狂
言
に
小
心
の

君
の
昆
布
ご
あ
る
も
の
、
丈
政
五
年
五
月
天
目
屋
九
郎
兵

衛
書
上
若
狡
昆
布
由
絡
に
、
腕
章
奮
記
御
座
候
は
東
山
將

軍
御
時
代
よ
り
一
子
相
傳
に
而
製
法
仕
、
將
軍
様
益
諸
大

名
榛
江
指
上
候
由
云
な
ε
見
ぬ
る
）
都
入
士
の
食
膳
に
上

っ
て
賞
味
さ
れ
セ
も
の
も
な
い
で
は
な
い
。
臨
の
如
き
も

江
戸
時
代
に
は
な
か
っ
た
が
、
其
前
に
は
め
つ
π
o
小
濱



の
奮
町
名
晒
…
濱
小
路
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
π
o
骨
屋
町

は
魚
屋
町
の
魚
商
に
於
け
る
が
如
く
盤
商
の
店
の
あ
っ
弛

ε
こ
ろ
で
あ
ら
う
け
れ
ご
も
、
西
津
の
北
顯
屋
・
中
盤
屋

邊
で
は
も
こ
購
を
焼
い
だ
遺
蹟
で
あ
る
こ
の
傳
説
が
あ
っ

て
、
西
津
村
藤
田
氏
先
導
聞
傳
書
（
文
化
十
年
七
月
大
野

傳
八
差
出
）
に
も
當
家
愈
々
何
の
時
代
に
而
御
座
候
か
、
鞭

師
を
致
し
候
淘
屋
歎
地
先
瀾
麿
今
に
相
替
へ
不
図
候
、
園

内
に
高
き
土
手
御
座
候
、
髭
土
手
北
の
方
は
北
鞭
屋
村
、

南
は
中
土
屋
村
の
・
万
ね
通
り
候
藪
土
手
有
、
此
土
手
泡
昔

波
打
懸
候
由
に
而
今
に
回
申
候
に
而
璽
を
致
し
候
由
、
鰹

彪
れ
編
ト
プ
七
八
斗
書
入
候
桶
今
に
御
座
候
云
々
、
ご
見

ね
る
外
、
江
戸
時
代
に
こ
、
の
住
民
に
課
せ
ら
れ
π
山
手

を
一
に
工
手
ご
養
し
て
居
だ
こ
ご
な
ざ
何
れ
も
聞
接
に
こ

れ
を
確
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
思
ふ
に
其
産
額
は
左
迄
多

く
は
な
く
、
江
州
か
ら
仕
入
れ
に
墾
つ
π
鞭
は
そ
れ
に
他

地
方
の
晩
飯
品
を
加
へ
π
も
の
か
ご
思
は
れ
る
。

　
　
　
第
　
一
谷
　
　
研
　
究
　
　
小
鮮
港
の
締
究

　
其
他
工
業
こ
し
て
造
船
業
の
螢
逮
を
見
る
べ
き
こ
ご
は

此
土
地
柄
、
自
然
の
趨
勢
こ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
○
懸
場
の

昔
に
於
て
南
盤
入
（
瓜
至
人
）
蹄
國
の
乗
船
は
聖
地
で
造
っ

・
た
こ
ご
が
明
ら
か
に
こ
れ
を
立
隠
し
て
居
る
。
從
っ
て
冶

工
も
少
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
冷
小

濱
町
民
の
家
業
を
豪
い
だ
も
の
で
最
も
古
い
寛
永
十
七
庚

辰
年
群
動
家
業
記
に
占
冠
る
ご
、
水
主
百
六
十
七
人
を
筆
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
イ

こ
し
て
、
囚
十
物
百
五
十
五
人
こ
れ
に
次
ぎ
、
鍛
冶
七
十

六
人
工
船
喜
憂
糀
屋
六
＋
二
人
・
紺
屋
五
＋
六
人
・
漁

夫
五
十
人
・
船
持
四
十
八
人
・
大
工
四
十
六
人
・
山
伏
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
イ

十
二
人
。
酒
屋
三
十
五
人
・
油
屋
二
十
九
人
・
馨
君
二
十

三
入
・
問
屋
二
十
人
・
筆
師
二
十
人
・
藍
屋
桶
屋
各
十
九

入
・
（
一
に
桶
屋
を
二
百
四
人
に
作
る
）
革
屋
十
七
人
・
豆

府
脚
屋
十
山
ハ
人
。
直
日
金
屋
十
五
人
・
上
屋
｛
十
四
入
。
〃
魚
屋
十

三
人
・
川
舟
引
十
三
入
・
浪
人
・
鵜
匠
各
七
人
・
仲
人
材

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
イ

木
屋
各
四
人
・
矢
師
酢
屋
各
三
人
・
髪
結
・
手
跡
・
臭
服
・

　
　
　
　
　
　
　
餓
〃
四
號
　
　
　
　
㎞四

ｵ
　
　
（
山
ハ
一
二
）



　
　
　
晶
弟
　
一
　
巻
　
　
　
研
　

究
　
　
　
小
門
港
の
珊
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笈
が
肌
隣
號
　
　
　
　
四
八
　
　
（
⊥
一
一
】
二
）

青
物
屋
各
一
人
・
傾
城
・
樽
屋
各
二
人
（
一
に
傾
城
を
一
　
成
、
役
銀
さ
へ
出
し
候
得
者
、
沈
れ
に
て
も
麹
仕
候
ご
見

人
に
作
る
）
表
具
・
針
屋
各
一
人
で
あ
る
。
　
（
こ
れ
に
次
　
ね
る
が
そ
れ
で
あ
る
。
石
灰
は
今
も
産
出
す
る
が
、
石
灰

で
は
天
和
三
年
の
家
業
記
が
あ
る
け
れ
こ
も
略
す
る
）
此
　
座
は
京
極
の
時
よ
り
あ
っ
泥
ら
し
い
。
此
他
に
升
座
も
あ

統
計
は
年
代
も
後
れ
、
且
つ
如
何
程
迄
正
確
で
あ
る
か
分
　
つ
た
。
さ
れ
ざ
是
等
は
後
に
座
本
來
の
意
義
か
ら
移
っ
て

ら
鍛
け
れ
ざ
も
、
見
様
に
依
っ
て
は
多
少
の
提
鞄
に
は
な
　
江
戸
時
代
に
他
の
同
一
の
傷
合
の
如
く
一
個
人
の
包
構
に

ら
う
。
（
序
に
こ
れ
に
璽
屋
の
載
っ
て
居
ら
鍛
こ
ご
を
注
文
し
沈
も
の
こ
見
ね
る
。
例
へ
ば
石
仁
座
は
寛
文
の
頃
鍵

臆
し
π
い
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
屋
九
郎
右
衛
門
が
承
っ
て
、
瀧
・
亀
屋
・
板
屋
に
傳
へ
、

　
小
濱
の
商
業
に
は
、
古
く
よ
り
座
が
あ
っ
だ
や
う
で
あ
　
升
座
は
大
津
町
菓
子
屋
清
兵
衛
か
ら
川
越
権
左
衛
門
に
傳

る
が
、
記
録
ε
し
て
は
京
極
氏
以
上
に
遡
る
こ
ご
が
出
面
　
へ
陀
。
（
拾
椎
難
話
）

濾
。
麹
前
座
は
慶
長
十
一
年
正
月
廿
四
日
京
極
高
次
か
ら
　
　
市
蕩
は
京
極
家
の
市
島
改
正
に
上
市
傷
町
・
下
市
場
町
・

組
屋
六
郎
左
衛
門
・
木
下
三
郎
四
郎
の
爾
人
に
命
じ
て
こ
　
（
下
市
蕩
文
書
に
も
こ
生
魚
市
で
あ
っ
π
）
突
抜
町
を
こ
れ

れ
を
改
め
さ
せ
麹
役
の
公
用
を
申
鞭
け
詫
こ
ご
が
あ
る
（
に
充
て
、
そ
こ
に
宙
も
立
て
ば
市
立
の
馬
面
こ
し
て
市
祭

組
屋
文
書
）
。
志
水
氏
記
録
に
古
は
麹
之
座
御
座
候
而
町
中
、
も
行
は
れ
、
當
日
猿
樂
を
演
じ
沈
が
、
其
後
盛
衰
が
あ
っ

に
何
人
ご
売
り
雷
声
候
、
其
節
は
難
中
に
麹
さ
せ
不
申
候
、
　
て
小
濱
八
幡
宮
の
前
八
幡
小
路
に
市
を
立
て
沈
こ
ご
も
あ

患
所
に
若
狡
守
髄
御
代
五
十
年
ば
か
う
以
前
に
運
上
銀
（
　
る
。
そ
れ
が
何
時
し
か
復
柁
奮
の
市
要
町
に
復
し
セ
も
の

麹
屋
役
銀
）
指
上
申
檬
に
複
歯
面
、
冶
之
座
を
御
破
り
被
　
》
、
八
幡
小
路
の
頭
脳
・
市
塔
（
五
輪
の
石
塔
）
は
省
ほ
こ



、
に
あ
っ
て
昔
の
面
影
を
傳
へ
て
劇
暑
○
　
（
市
塔
は
後
に

和
久
里
村
に
移
さ
れ
て
現
存
す
）
○
紐
屋
六
郎
左
衛
門
の
家

は
小
藩
の
聴
入
頭
ご
し
て
町
内
を
あ
ら
ゆ
る
商
人
か
ら
毎

年
公
用
米
十
六
石
（
公
用
銭
こ
も
い
ふ
）
の
徴
集
樺
を
輿
へ

ら
れ
て
居
π
こ
ご
は
京
極
高
次
贈
品
徴
謹
が
あ
る
が
、
此

市
勢
の
祭
禮
も
組
屋
氏
が
主
宰
し
て
、
毎
年
正
月
十
三
随

に
市
祭
を
行
ひ
つ
、
あ
っ
た
Q
其
頃
は
毎
月
二
・
七
・
十
二
・

十
七
・
廿
一
の
五
日
が
市
日
で
あ
っ
た
。
梅
壷
ほ
陰
暦
二

月
二
七
の
日
に
語
種
の
市
が
八
幡
小
路
に
立
つ
の
は
其
遽

風
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
凡
　
　
　
　
　
～

　
小
早
か
ら
敦
賀
及
び
今
擁
へ
欝
で
る
街
懸
に
は
遽
敷
の

愈
々
が
あ
っ
た
。
税
所
今
富
名
領
主
代
々
次
第
に
憲
永
十

四
年
十
月
十
四
日
よ
り
遽
敷
日
市
立
は
し
む
、
ご
あ
る
が

そ
れ
で
あ
る
○
こ
れ
に
亡
し
て
東
方
今
の
松
永
村
に
あ
る

を
東
市
塙
と
い
ふ
。
近
世
の
事
で
あ
ら
う
が
西
津
の
小
松

原
か
ら
持
込
ん
だ
魚
類
を
此
庭
で
償
を
定
め
て
大
隷
・
京
・

　
　
　
第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
小
渡
港
の
珊
究

坂
本
に
邊
つ
元
さ
う
で
あ
る
。
（
松
永
村
誌
）
○
是
等
ば
圭
こ

し
て
農
村
の
市
場
こ
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
此
瘍
合
、
陸
上
の
交
蓮
路
は
小
菊
か
ら
能
…
川
を
纒
て
今

痒
に
達
す
る
所
謝
九
璽
宇
街
道
を
以
て
大
動
脈
こ
し
た
。

延
喜
圭
税
式
に
は
若
狡
か
ら
京
都
へ
の
貢
進
は
高
島
郡
勝

野
浦
（
勝
野
の
歴
更
地
理
に
つ
い
て
は
稚
蕨
考
に
説
が
あ

る
）
か
ら
湖
上
を
大
覚
へ
輸
邊
し
だ
も
の
で
あ
る
が
、
中

世
に
は
今
擁
か
ら
大
津
へ
か
、
著
し
く
は
熊
川
の
溶
き
か

ら
陸
路
朽
木
越
に
依
っ
て
大
原
口
へ
出
で
覚
。
　
（
京
都
へ

の
路
筋
は
二
三
あ
っ
泥
趣
で
あ
る
）
o
室
町
時
代
殊
に
戦
國

時
代
に
は
到
る
腱
に
蘭
津
を
設
け
て
離
郷
の
濁
占
を
行
つ
・

て
居
π
o
是
等
の
閥
津
は
皇
室
の
御
料
こ
な
つ
元
も
の
も

あ
れ
ば
馬
幕
府
…
の
直
轄
こ
も
な
．
り
、
叉
憩
魅
・
寺
院
・
領
圭

の
牧
入
こ
も
な
つ
陀
。
然
る
に
載
國
，
時
代
に
は
商
業
上
の

要
路
が
往
々
其
附
近
の
市
場
商
人
の
字
解
ご
な
っ
て
居
π

も
の
も
あ
っ
陀
こ
ご
は
注
意
に
値
す
る
ざ
愚
ふ
○
享
緑
二

　
　
　
　
　
　
　
第
田
田
號
　
　
　
　
四
九
　

（
六
一
四
）



　
　
　
第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
ホ
濱
港
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
五
〇
　
（
六
一
置
）

年
九
里
孚
街
道
の
通
行
に
つ
い
て
高
島
郡
南
北
五
箇
・
南
　
志
げ
、
其
事
實
を
列
暴
し
セ
次
の
丈
書
を
捧
げ
て
居
る
。

市
庭
の
商
人
が
湖
東
地
方
の
小
幡
・
薩
摩
・
八
坂
・
田
中
江
　
　
　
　
條
々
　
南
北
五
グ
繊
銭
群
論

の
商
人
ご
聯
合
し
て
、
藩
生
郡
保
内
（
得
珍
保
内
の
義
、
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
大
裏
爲
二
御
料
所
一
曹
朽
木
殿
よ
り
法
坂
江
新
關

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
錐
御
立
候
力
）

々
川
こ
も
い
ふ
）
商
人
の
蓮
行
を
禁
ず
べ
き
旨
守
護
に
訴
　
　
　
｝
、
　
　
喬
人
讃
歎
申
御
葬
破
倫
、
御
髪
御
薄
物
等

へ
出
で
π
の
は
此
間
の
清
息
を
窺
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
南
北
五
グ
南
市
致
二
支
配
一
思
、
更
目
黒
参
詣
L
存
事
、

此
一
件
の
顛
末
は
蒲
生
郡
冷
堀
（
昔
の
保
内
の
地
）
日
吉
棘
・
　
　
一
能
州
よ
り
法
坂
贈
爵
關
を
錐
二
御
立
候
一
思
申
御
笄

肚
の
秘
摩
か
ら
近
年
登
見
さ
れ
花
貴
重
の
史
料
に
糠
っ
て
　
　
　
破
候
、
御
書
御
敵
物
支
配
飼
前
之
事
、

こ
れ
を
窺
ふ
こ
ご
が
出
家
る
。
そ
れ
に
擦
る
ご
、
原
告
π
る
　
　
　
一
大
重
藤
二
御
料
所
一
藍
屋
殿
大
杉
．
L
新
患
を
被
レ
立

五
箇
の
商
入
構
の
主
張
は
九
里
孚
街
道
は
高
島
南
市
庭
・
　
　
　
候
．
朽
木
殿
御
内
人
飯
田
新
兵
衛
尉
馳
走
以
て
葬
破

同
南
五
箇
・
北
五
箇
・
及
び
今
津
の
馬
借
の
進
退
な
る
こ
　
　
　
候
、
御
選
御
里
物
支
配
伺
前
之
事
、

ご
は
隠
れ
も
な
い
事
實
で
あ
る
の
を
、
保
内
商
人
が
そ
れ
　
　
　
一
横
由
殿
よ
り
法
思
潮
新
關
…
を
被
立
レ
候
、
同
量
申
御

か
ら
君
狭
へ
商
機
に
墾
る
は
「
造
意
新
儀
」
で
あ
る
こ
い
ひ
、
　
　
　
非
破
候
、
御
樽
御
禮
物
支
配
同
前
無
事
、

其
謹
こ
し
て
古
家
九
里
牢
街
道
の
遽
に
つ
い
て
は
数
回
の
　
　
　
一
斗
明
慮
七
年
仁
越
申
殿
よ
り
田
子
新
兵
衛
爲
二
御

訴
訟
に
及
び
、
其
都
度
樽
銭
轡
物
其
他
の
出
銭
が
あ
っ
π
　
　
　
代
官
「
法
坂
仁
新
關
を
御
立
候
、
然
庭
田
子
野
州
馳

け
れ
ざ
も
、
南
北
五
箇
・
甫
市
庭
の
商
入
に
だ
け
負
澹
さ
　
　
　
壮
瞥
て
御
蓼
破
候
、
御
亡
御
菜
物
支
配
同
前
野
外
、

せ
て
、
保
内
の
商
入
は
こ
れ
に
預
か
ら
な
か
つ
沈
こ
ご
を
　
　
　
＝
本
永
甚
九
年
鑑
上
坂
宗
左
衛
門
尉
桂
田
彌
七
郎



　
　
爲
二
爾
志
一
女
二
追
分
【
新
關
を
被
レ
立
候
、
及
昌
武
篇
一

　
　
關
屋
を
放
火
領
得
、
其
後
饗
庭
大
炊
助
ロ
入
候
て
、

　
　
馬
太
刀
南
方
な
の
儲
物
踏
六
貫
に
て
擁
護
、
新
旧
を

　
　
弄
破
候
、
支
配
同
前
之
事
、

　
　
一
若
州
小
昼
下
買
銭
悪
銭
出
入
之
事
、
武
田
殿
様
江

　
　
御
壷
申
上
候
腱
、
鱗
被
レ
成
二
御
許
容
一
、
御
樽
御
禮

　
　
銭
支
配
同
前
些
事
、

　
　
　
　
已
上

　
　
　
（
享
醸
二
年
）

　
　
　
　
六
月
七
日
掛
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

南
北
五
箇
・
南
市
庭
の
小
幡
・
薩
摩
・
八
坂
・
田
中
江
の
商

入
ざ
聯
合
し
隠
事
惰
に
つ
い
て
は
彼
等
の
訴
状
中
、
保
内

商
人
が
君
狡
へ
直
仕
入
に
行
く
の
謂
れ
な
き
こ
ご
を
遽
べ

て
、
小
幡
薩
摩
の
商
人
の
あ
い
物
（
相
物
叉
は
四
十
物
こ

も
書
し
鞭
魚
乾
魚
を
い
ふ
）
を
野
々
川
衆
（
即
ち
保
内
の

商
人
）
買
牧
市
責
を
仕
候
こ
い
ひ
、
保
内
の
商
人
は
小
幡
・

薩
摩
の
商
人
が
小
僧
よ
り
仕
入
れ
弛
相
物
を
受
費
す
る
に

　
　
　
第
一
燈
　
　
研
究
　
　
小
軍
港
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翻

渦
ぎ
ざ
る
こ
ご
を
辮
じ
、
叉
労
讃
こ
し
て
八
風
・
千
草
越

を
し
て
、
伊
勢
へ
蘇
る
こ
ご
は
眉
塔
・
野
々
川
∵
小
幡
・
沓

掛
の
蜜
蝋
で
あ
っ
て
、
薩
摩
・
八
坂
・
田
中
江
等
の
商
人
は

曾
っ
て
墾
つ
把
こ
ご
な
き
實
例
を
暴
け
て
居
る
の
を
見
て

頷
か
れ
．
や
う
Q
而
か
も
享
緑
二
年
七
月
三
目
守
護
奉
行
（
貞

治
・
貞
和
）
の
奉
書
を
見
れ
ば
、
守
護
は
此
訴
を
審
理
し
π

結
果
、
保
内
商
人
が
從
來
九
里
孚
街
道
を
麺
行
し
把
の
は

隠
れ
も
な
き
事
實
で
あ
る
こ
い
っ
て
、
奮
の
如
く
通
行
を

許
し
、
諒
で
十
一
月
十
日
五
箇
の
商
人
が
小
濱
代
官
ご
結

托
し
て
保
内
商
人
の
往
詣
を
妨
げ
ん
こ
し
π
過
料
こ
し
て

五
萬
近
く
科
し
て
居
る
か
ら
、
全
く
原
魯
の
敗
訴
に
蹄
し

た
謬
で
あ
る
。

　
所
謂
務
北
五
箇
応
答
市
庭
は
何
れ
も
高
島
郡
に
あ
り
て

若
狭
か
ら
京
都
へ
往
蔵
す
る
要
路
に
當
っ
て
居
る
。
追
分

は
越
前
敦
賀
糠
で
海
津
か
ら
敦
賀
に
瓢
す
る
七
里
牢
路
の

間
に
あ
る
が
う
女
坂
も
大
杉
も
高
鵬
郡
で
九
里
牢
街
道
の

　
　
　
　
　
　
　
餓
躍
匹
號
　
　
　
　
五
一
　
（
山
ハ
一
山
ハ
）



　
　
　
第
一
奮
　
　
燐
　
究
　
　
小
澱
港
の
研
究

要
害
で
あ
る
。
是
等
の
交
逓
を
遜
漸
し
て
商
業
上
に
障
害

を
與
へ
る
新
關
の
頻
々
埋
る
継
継
に
當
り
、
そ
れ
ら
ご
最

も
密
接
な
る
利
害
を
有
す
る
地
方
の
商
入
こ
し
て
互
に
経

費
の
舜
尊
し
つ
、
或
は
歎
願
に
依
り
、
或
は
暴
力
に
訴
へ

て
其
撤
塵
の
昌
的
を
達
し
だ
努
め
、
交
通
の
覆
由
を
猫
堅

し
少
く
こ
も
彼
等
ご
密
接
の
利
害
關
係
あ
る
商
人
に
封
し

て
こ
れ
を
強
制
し
や
う
こ
し
惣
も
の
に
外
な
ら
諏
。
而
か

も
守
護
の
一
命
の
下
に
其
目
的
を
達
す
る
こ
ご
が
畠
來
す

し
て
、
卓
越
に
通
じ
π
江
州
商
人
の
自
由
に
往
來
取
引
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

許
さ
れ
た
こ
ご
は
小
磯
の
商
業
の
繁
榮
に
與
っ
て
多
大
の

効
果
が
あ
っ
惣
こ
ご
、
思
考
さ
れ
る
．
。
天
保
八
年
十
月
半

綿
屋
源
兵
衛
ロ
上
書
に
、
御
當
所
は
諸
國
之
便
利
宜
結
構

之
所
柄
に
而
、
第
一
江
州
表
諸
商
内
井
通
行
最
寄
能
候
に
「

付
、
往
古
は
就
申
繁
昌
癖
地
輿
承
事
云
々
、
こ
い
つ
だ
の

は
、
小
倉
ご
江
州
こ
の
商
業
鯛
係
の
一
面
の
濾
息
を
も
ら

し
元
も
の
で
あ
る
○

　
　
　
　
　
　
　
第
而
隅
號
　
　
　
　
五
ご
　
　
（
山
ハ
一
七
）

　
　
　
　
取
濱
の
轟
國
貿
易

　
小
濱
の
問
屋
の
取
扱
ふ
商
品
は
も
こ
よ
り
内
外
に
限
ら

れ
な
か
っ
た
ら
う
が
、
其
記
録
に
見
ぬ
π
初
め
は
寧
ろ
外

國
船
の
そ
れ
で
あ
っ
π
、
即
ち
癒
永
十
五
年
六
月
膏
二
臼

に
南
墾
船
が
（
一
艘
で
あ
っ
陀
ら
う
）
小
濱
沖
に
着
し
て
其

帝
王
亜
烈
進
卿
か
ら
日
本
國
王
に
議
す
る
黒
の
生
塗
一
疋

（
和
漢
合
符
、
武
家
年
代
記
に
三
頭
ご
あ
る
Y
由
鳥
一
隻
・

孔
雀
二
心
（
和
漢
含
符
に
大
鼓
、
東
寺
王
代
に
黒
鳥
高
六
尺

ご
あ
る
は
こ
れ
か
）
鵬
浦
郷
甥
・
其
他
種
々
の
遙
物
を
齎

ら
し
、
南
蟹
の
使
臣
は
本
阿
彌
こ
い
ふ
問
丸
の
申
に
泊
つ

把
○
然
る
に
十
一
月
十
八
日
の
大
風
に
南
蟹
離
が
中
湊
綾

（
此
地
名
は
傳
は
ら
ぬ
が
西
隷
に
大
湊
、
小
湊
の
名
が
あ
る

の
こ
、
小
短
か
ら
避
難
に
謝
る
こ
す
れ
ば
西
津
の
方
向
で

あ
る
こ
こ
ろ
よ
り
中
湊
こ
い
ふ
地
名
も
も
こ
此
遽
に
あ
っ

元
こ
ご
、
思
ふ
）
打
上
げ
ら
れ
て
破
損
を
し
π
か
ら
、
塑

十
六
年
新
に
船
を
造
っ
て
十
月
一
員
に
出
帆
し
元
。
其
後



十
九
年
六
月
廿
一
二
に
も
南
臨
画
二
艘
小
室
に
着
し
て
前

年
同
榛
、
問
九
本
阿
彌
を
使
臣
の
族
舘
に
充
て
把
Q
是
時

の
…
進
物
は
御
所
進
物
注
交
が
あ
っ
π
さ
う
で
あ
る
。
御
所

こ
い
ふ
は
將
軍
の
通
羅
で
臼
本
返
王
こ
い
ふ
も
賂
軍
を
指

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
金
時
の
將
軍
は
義
持
で
あ
っ
海

が
、
．
豊
漁
八
年
に
其
父
二
輪
が
始
め
て
明
ご
交
通
を
朋
い

て
翌
年
か
ら
明
は
義
満
を
日
本
國
王
こ
し
て
の
外
交
交
書

を
交
換
さ
れ
る
こ
ご
に
な
つ
だ
の
で
、
南
攣
も
將
軍
を
國

王
ご
見
陀
の
で
あ
ら
う
。
八
月
膏
九
日
に
用
濟
に
な
っ
て

小
濱
を
出
帆
し
π
O

　
此
南
螢
般
に
つ
い
て
は
厳
暑
代
々
次
第
が
殆
ご
喉
一
の

史
料
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
南
洋
船
ご
見
ぬ
、
其
他
和
漢

合
蔚
・
和
漢
合
蓮
・
武
家
年
代
記
・
か
な
年
代
記
皆
済
檬

．
南
螢
こ
し
て
居
る
け
れ
こ
も
、
東
寺
王
代
に
は
唐
こ
し
、

領
主
代
々
次
第
に
さ
へ
懸
盤
十
六
年
出
帆
の
記
事
に
は
渡

黒
熊
ご
見
ぬ
て
居
る
。
併
し
な
が
ら
國
王
亜
烈
進
卿
の
名

　
　
　
第
一
懸
　
　
研
　
究
　
　
小
罪
港
の
研
究

や
方
物
で
も
支
那
船
（
朋
船
）
で
な
い
こ
ご
は
明
瞭
で
あ
っ

て
、
國
王
の
名
か
ら
學
者
間
に
は
ア
ラ
ビ
ア
か
ご
の
説
も

あ
っ
π
が
、
余
輩
は
朝
鮮
李
朝
實
録
を
護
ん
で
其
爪
睦
國
’

た
る
こ
ご
を
明
ら
か
に
し
π
（
追
書
太
宗
王
の
十
一
年
（
我

癒
永
十
八
年
、
明
永
樂
九
年
）
二
月
に
義
持
が
使
を
遣
し

て
象
を
賂
つ
で
居
る
○
實
録
に
「
象
我
上
巳
二
嘗
有
一
也
、

命
二
司
僕
一
階
レ
之
、
社
費
二
豆
四
五
斗
出
ご
見
ね
る
が
、
そ

れ
は
十
五
年
に
南
蟹
か
ら
賂
ら
れ
セ
も
の
に
相
違
な
い
○

然
る
に
叉
同
書
太
宗
王
六
年
（
我
癒
永
十
三
年
、
明
永
樂

四
年
〉
九
月
爪
畦
國
の
陳
彦
鮮
等
が
朝
鮮
か
ら
露
國
の
途

に
就
く
時
、
議
政
府
へ
差
出
し
た
書
面
の
事
が
載
せ
て
あ

る
。
彦
鮮
は
本
年
五
月
十
八
日
に
國
王
か
ら
特
に
朝
鮮
國

へ
進
賀
の
爲
め
差
遣
さ
れ
、
方
物
を
載
せ
て
廿
二
日
に
二

千
二
百
料
の
船
一
隻
に
乗
っ
て
出
帆
し
π
が
、
閏
七
月
一

日
未
時
朝
鮮
の
全
羅
道
上
浦
外
群
山
島
外
に
か
》
つ
陀
漿

圖
ら
す
も
H
本
船
十
五
隻
に
出
逢
ひ
三
日
の
午
の
時
迄
戦

　
　
　
　
　
　
　
餓
〃
四
號
　
　
　
　
圃
五
三
　
　
（
六
一
八
）



第
一
巻
　
研
究
　
小
誌
港
の
研
究

を
交
へ
た
け
れ
ご
も
、
衆
寡
敵
せ
す
し
て
、
悉
く
敵
の
爲

め
に
貨
物
を
掠
奪
さ
れ
、
剰
へ
死
者
二
十
一
名
、
敵
の
捕

虜
こ
な
つ
把
も
の
男
女
六
十
名
を
識
し
、
彦
鮮
以
下
四
十

名
だ
け
が
縄
に
生
存
し
て
上
陸
す
る
こ
ご
が
出
品
た
○
朝

鮮
で
は
こ
れ
を
憐
れ
ん
で
衣
糧
を
給
し
、
其
請
に
依
っ
て

四
十
料
の
水
船
を
與
へ
て
本
國
に
還
し
て
遣
つ
陀
の
で
あ

る
。
此
関
学
は
實
録
に
琉
球
め
別
種
也
ご
書
い
て
居
る
貸
彦

鮮
は
此
以
前
甲
戊
の
年
（
我
慮
永
元
年
）
に
も
朝
鮮
に
墾
っ

て
朝
奉
大
夫
言
雲
副
正
の
官
を
授
か
っ
π
程
で
あ
る
が
ら

甫
螢
の
朝
鮮
へ
の
交
通
は
是
時
に
詐
っ
た
謬
で
は
な
い
。

是
歳
彼
の
粟
っ
て
墾
つ
陀
船
は
朝
二
進
賀
の
爲
め
こ
い
っ

て
居
る
け
れ
ご
も
、
そ
れ
に
し
て
は
船
に
大
き
く
人
も
多

い
、
其
奪
は
れ
陀
貨
物
も
…
進
南
方
物
、
拝
自
己
（
新
鮮
㌔
進

献
、
衆
入
満
船
貨
物
ご
あ
る
か
ら
、
矢
張
此
時
代
に
有
鰯
．

れ
だ
蟻
蚕
｝
に
名
を
假
り
花
貿
易
（
日
本
も
幕
府
が
朋
に
試

み
把
）
で
あ
っ
元
ら
う
。
此
後
太
宗
王
の
十
二
年
（
我
慮

第
四
號

五
四
　
　
（
六
一
九
）

永
十
九
年
朋
永
樂
十
年
）
に
彦
群
の
使
の
朝
鮮
に
謝
恩
の

方
物
を
遙
獄
に
墾
つ
陀
時
朝
鮮
で
急
撃
雑
人
の
暴
れ
る
秘

画
十
匹
を
買
つ
π
こ
ご
が
實
録
に
見
ぬ
る
○
所
が
此
日
本

船
が
普
通
の
海
賊
で
は
な
く
て
、
堂
々
移
る
樹
馬
國
守
護

宗
貞
茂
で
あ
っ
陀
か
ら
面
白
い
。
そ
れ
は
彦
鮮
の
録
國
ご

前
後
し
て
貞
茂
が
使
者
を
以
て
朝
鮮
に
鶴
木
・
胡
椒
・
孔
雀

こ
い
ふ
野
馬
に
は
不
似
合
の
土
物
を
献
じ
さ
せ
た
が
、
其

使
者
霞
身
掠
一
一
南
蕃
船
．
一
所
レ
得
ご
公
言
し
て
居
π
の
で
、
．

朝
鮮
の
司
陳
院
も
聞
捨
に
な
ら
す
、
珍
禽
廉
潔
不
レ
畜
二
於

國
｝
古
学
直
領
、
況
此
海
量
之
物
乎
、
宜
却
而
勿
レ
受
ご
上

摂
し
短
け
れ
こ
も
、
之
は
絶
遽
人
を
重
ん
じ
て
こ
れ
を
受

け
孔
雀
は
上
林
園
に
飼
は
せ
π
ご
い
ふ
。

　
然
る
に
其
後
太
宗
王
の
十
二
年
四
月
に
肥
前
宇
久
殿
の

使
に
邊
護
さ
れ
て
陳
逆
馬
の
使
十
人
が
朝
鮮
に
繋
り
、
彦

鮮
の
書
を
幾
つ
π
o
そ
れ
に
擦
る
ご
、
先
年
彦
鮮
は
朝
鮮

で
與
へ
ら
れ
た
船
に
乗
っ
て
臼
本
海
に
入
っ
て
以
る
ご
、



＼

水
漏
が
出
観
て
海
水
が
浸
入
し
、
剰
へ
風
波
の
細
め
に
船

具
を
失
ひ
、
海
岸
に
漂
着
す
る
ご
共
に
沈
没
し
、
生
命
灸
は

取
り
留
め
π
け
れ
ざ
も
密
々
海
賊
に
劫
掠
さ
れ
π
Q
然
る

に
日
本
古
論
が
こ
れ
を
聞
い
て
慰
問
の
使
を
遣
し
て
三
物

を
給
は
も
、
軍
船
一
隻
に
乗
せ
て
本
國
に
邊
還
し
托
。
本

國
の
二
王
が
自
分
に
日
本
の
使
臣
を
途
り
て
答
聴
さ
せ
や

う
ε
し
π
が
、
其
船
叉
風
波
に
阻
ま
れ
て
本
國
に
引
還
し

π
か
ら
更
に
船
を
出
し
て
本
年
七
月
迄
に
は
日
本
博
多
に

着
匙
、
明
年
の
正
月
。
二
月
頃
朝
鮮
に
饗
っ
て
前
年
貴
國
の

厚
恩
を
謝
す
る
積
で
あ
る
が
、
先
づ
以
て
孫
赫
赫
を
以
て

方
物
を
呈
し
謝
恩
の
微
意
を
表
す
る
こ
い
ふ
の
で
あ
る
Q

五
月
に
此
使
者
が
宇
久
殿
の
使
に
俘
は
れ
て
出
零
す
る
に

つ
い
て
日
本
入
の
性
質
は
凶
暴
で
、
此
度
も
彦
鮮
の
財
物

を
少
ら
す
掠
め
た
か
ら
、
中
逸
で
怠
分
等
を
殺
し
て
其
跡

を
煙
滅
さ
せ
や
う
こ
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
い
っ
て
朝
鮮
の

半
途
を
求
め
π
け
れ
こ
も
、
朝
鮮
で
は
一
二
隻
の
兵
船
で

第
嚇
管
　
　
研
究
　
　
小
犠
港
の
研
究

は
物
の
役
に
立
π
す
、
さ
り
ε
て
多
く
は
由
れ
兎
ご
其
請

い
を
容
れ
な
か
つ
だ
の
で
、
瓜
畦
の
使
は
出
帆
し
花
の
で

あ
る
。
磨
永
十
九
年
六
月
に
小
園
に
這
い
π
船
は
時
B
の

黙
か
ら
陳
富
祐
の
峯
ゐ
π
も
の
こ
思
は
れ
る
。
唯
前
年
の

南
至
船
は
年
月
も
蓮
う
上
に
、
種
々
の
方
物
を
齎
ら
し
て

居
る
な
ざ
全
く
別
事
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
早

　
其
後
で
は
信
長
の
召
に
癒
じ
て
來
朝
し
π
伜
吉
言
の
桑

つ
π
南
荷
船
が
小
濱
に
入
港
し
π
こ
ご
が
見
ぬ
る
○
膀
謂

南
攣
船
の
小
濱
來
舶
の
記
録
は
こ
れ
丈
で
あ
る
が
、
野
際

は
島
外
に
も
あ
っ
セ
で
あ
ら
う
。
敢
て
其
臨
書
こ
い
ふ
鐸

で
は
な
い
が
、
弘
治
元
年
五
月
若
湯
の
泊
浦
の
漁
民
の
沖

　
　
　
　
　
を
　
　
　
く
ち

・（

ｫ
こ
い
ふ
ご
問
の
口
を
出
た
外
海
を
い
ふ
）
か
ら
大
き
い

朽
木
を
拾
ひ
馬
下
っ
て
薪
こ
し
セ
の
に
、
一
種
の
妙
香
、
小

濱
に
迄
聞
え
π
か
ら
、
小
雪
の
町
民
其
香
を
尋
ね
て
漁
夫

の
家
に
就
き
上
々
の
伽
羅
ご
知
っ
て
世
に
芝
煮
忙
ら
ば
一

時
世
間
に
持
越
さ
れ
π
o
若
者
代
々
記
に
所
謂
蟹
士
の
焼

第
四
號

五
五
　
　
（
2
．
樹
霜
0
）

脅

覧



　
　
　
第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
小
濱
港
の
研
究

さ
し
ご
云
講
元
b
し
は
此
伽
羅
の
事
奪
り
、
ご
見
ね
る
。
又

永
轍
二
年
九
月
に
小
松
原
の
漁
夫
が
海
中
で
長
さ
十
八
尋

の
帆
柱
を
拾
ひ
、
守
護
武
田
、
義
統
に
訴
へ
出
で
π
、
そ
れ
は

厚
い
鐵
で
逆
輪
を
入
れ
石
灰
で
詰
め
だ
も
の
で
あ
っ
陀
の

で
、
義
統
は
こ
れ
を
鍛
冶
に
見
せ
悉
曇
鐵
ご
捨
て
京
都
よ

り
明
慶
・
粂
慶
の
爾
名
工
を
呼
寄
せ
、
百
五
十
振
の
太
刀

に
作
ら
せ
て
家
士
に
分
つ
π
こ
い
ふ
。
（
若
荻
代
々
記
・
武

田
永
簿
記
）
こ
れ
丈
の
記
銀
で
は
も
こ
よ
り
確
こ
し
た
事

は
い
へ
澱
が
、
或
は
既
製
で
難
破
し
た
南
聖
書
の
名
慶
で

は
あ
る
ま
い
か
○
税
所
今
富
名
遭
遇
代
々
次
第
に
も
二
選

十
九
年
に
小
輩
に
着
い
だ
南
攣
船
の
事
を
小
濱
着
岸
之
磯

船
ご
書
い
て
居
る
○
今
小
雛
砂
糖
宮
の
寳
物
こ
な
っ
て
居

る
一
振
の
刀
が
そ
れ
で
あ
る
こ
い
ふ
も
の
も
あ
る
。
け
れ

こ
も
此
刀
に
は
金
字
で
書
か
れ
だ

　
　
寛
文
｝
二
年
璽
橋
漂
泊
干
若
之
濱
、
用
其
二
十
命
工
爲

　
　
刀
、
以
奉
入
穿
宮
、
庶
與
國
傳
光
子
無
窮
爽
、

　
　
　
　
　
　
　
　
第
閃
【
號
　
　
　
　
一
虹
山
ハ
　
（
山
ハ
ニ
ー
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
若
狡
掌
上
源
忠
直

こ
の
銘
が
見
ぬ
る
か
ら
、
事
が
縮
似
て
居
る
に
も
拘
ら
す
、

誰
傳
ぜ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
○
昔
か
ら
朝
鮮
の
船
は
よ
く
此

國
に
着
岸
す
る
Q
海
東
警
護
記
に
文
明
中
朝
鮮
人
の
壽
蘭

の
言
を
載
せ
沈
も
の
に
從
ふ
ご
、
交
明
の
頃
は
九
州
か
ら

海
路
京
都
に
赴
く
に
は
海
賊
の
警
め
南
海
の
路
が
挿
っ
て

居
陀
爲
め
、
北
海
か
ら
若
狭
（
小
気
で
あ
ら
う
）
に
到
っ
π

ご
あ
る
○
朝
鮮
は
も
こ
よ
り
、
彼
南
蟹
船
入
港
も
或
は
此

意
昧
で
あ
っ
た
か
ご
思
は
れ
る
。

　
小
寒
は
海
外
貿
易
に
向
て
は
決
し
て
受
身
ば
か
り
で
は

な
か
つ
だ
G
中
に
も
朝
鮮
は
地
勢
上
最
も
交
通
の
便
が
あ

っ
π
ご
思
は
れ
る
が
、
海
東
諸
國
記
に
は
戊
子
の
年
（
我

癒
仁
二
年
）
に
は
若
狭
州
大
濱
津
守
謹
代
官
左
衛
門
太
夫

源
義
國
な
る
も
の
、
辛
卯
の
年
（
我
交
朋
三
年
）
に
は
書
狭

州
十
二
關
一
番
桟
敷
守
護
備
中
守
源
朝
臣
忠
常
な
る
も
の

、
交
々
使
を
遣
し
て
麺
交
し
た
こ
ご
が
見
ね
る
○
大
濱
津



、

は
即
ち
小
濱
津
で
義
國
は
こ
〉
に
駐
在
し
沈
守
護
代
で
あ

っ
陀
こ
ご
言
ふ
泡
も
な
い
。
遠
敷
守
護
も
亦
此
類
で
あ
っ

だ
ら
う
。
豊
臣
時
代
の
小
濱
の
豪
商
木
下
和
泉
入
逡
の
組

屋
六
郎
左
衛
門
の
組
先
は
朝
鮮
へ
貿
易
家
こ
し
て
名
高
く

叉
李
野
屋
太
郎
三
衛
門
は
朝
鮮
の
婦
人
を
妻
こ
し
た
こ
傳

へ
ら
る
。
支
那
に
於
て
も
潜
狡
（
若
佐
ご
書
く
）
の
名
が
博

多
や
和
泉
な
ざ
、
共
に
豪
商
の
居
る
こ
こ
ろ
こ
し
て
最
も

著
聞
し
て
居
忙
の
は
、
其
逼
商
貿
易
の
盛
ん
で
あ
っ
彪
こ

ご
を
暗
示
し
て
居
る
も
の
こ
い
へ
る
。

　
所
謂
南
攣
地
方
ご
の
交
通
に
つ
い
て
は
確
謹
は
な
い
け

れ
ざ
も
、
組
屋
氏
に
傳
ふ
る
文
書
に
次
ぎ
の
如
き
も
の
が

あ
る
。

　
　
　
　
う
り
申
つ
ほ
の
畳

　
　
一
金
子
四
ま
い
豊
門
に
三
つ
、
購
鏑
鰍
久
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
三
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
木
新
太
郎
殿
へ

　
　
一
同
　
四
ま
い
に
　
　
萱
つ
、
　
有
樂
へ

　
　
　
第
一
巻
　
　
研
究
　
　
小
渡
港
の
研
究
内

一
同
　
萱
ま
い
五
雨
に
・
萱
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
正
殿
御
内
玄
齋
へ

右
に
御
目
に
か
け
申
候
、

一
両
凹
　
　
慮
豆
ま
い
四
穴
に
嵩
旦
っ
、
　
　
ご
く
－
し
ゅ
・
殿
へ

右
に
御
臼
に
か
け
申
候
、

叫
同
　
六
爾
に
　
　
　
萱
つ
、
　
大
津
の
勝
三
郎
へ

一
同
壼
ま
い
に
　
　
登
つ
、
　
大
津
の
李
兵
衛
へ

一
つ
ほ
愚
鼠
つ
潔
買
残
申
候
へ
丘
く
、
則
只
A
コ
上
申
心
許
、

　
　
合
つ
ほ
の
数
七
つ
也
、

　
文
豫
三
年
九
月
艮
　
　
く
み
や
甚
四
郎
（
花
押
）

　
　
御
奉
行
様

　
請
取
る
す
ん
壷
京
都
に
て
責
松
代
金
之
事
、

合
拾
墾
枚
四
爾
者
、

　
　
（
前
田
立
以
）

　
　
右
民
部
法
印
へ
出
状
之
面
面
濟
零
丁
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
田
治
部
少
輔
内

文
緑
三
年
十
二
月
十
一
日
，
駒
弁
孫
五
郎
’
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
束
大
藏
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
内
伊
右
衛
門
（
花
押
）

　
　
　
　
　
第
　
閃
阿
號
　
　
　
　
五
七
　
　
（
轟
外
陣
ニ
）



　
　
　
第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
小
禽
港
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
培
国
右
衛
門
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
源
久
兵
衛
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甚
四
郎
墾

　
呂
宋
壺
は
喫
茶
の
流
行
に
つ
れ
て
珍
貴
な
る
茶
器
こ
し

て
茶
人
の
垂
誕
措
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
紐
屋
が
京
郡

へ
持
出
し
て
こ
れ
を
費
る
の
に
秀
吉
の
五
奉
行
の
關
耀
し

て
居
π
の
は
注
意
に
値
す
る
。
如
何
な
る
穫
路
よ
り
所
謂

呂
宋
壼
の
組
屋
の
手
に
蹄
し
把
か
は
も
こ
よ
り
不
朋
で
あ

る
。
朝
鮮
若
し
く
は
支
那
貿
易
の
結
果
輸
入
さ
れ
だ
も
の

こ
考
へ
て
考
へ
ら
れ
な
い
こ
ビ
も
な
か
ら
う
が
、
叉
何
時

の
頃
か
の
南
蟹
貿
易
の
遣
物
で
あ
っ
陀
か
も
知
れ
澱
ご
思

へ
ば
一
層
の
興
趣
が
湧
か
う
○
稚
狡
考
に
は
「
本
國
は
昔

も
他
邦
に
聞
ゆ
る
ほ
こ
の
豪
商
あ
ら
す
、
勢
井
村
高
橋
長

窪
の
事
人
ロ
に
あ
り
、
し
か
ご
し
π
る
事
は
書
留
陀
る
事

な
し
舟
行
商
せ
し
も
の
は
あ
り
ご
見
へ
て
南
京
高
麗
交
趾

の
厚
物
本
國
に
は
甚
多
く
、
京
の
商
入
猛
り
て
買
ゆ
き
さ

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
五
八
　
　
（
六
ご
三
）

れ
こ
も
猫
残
る
遺
墨
し
」
こ
い
へ
る
前
年
は
如
何
か
ご
思

は
れ
る
が
後
門
は
さ
も
あ
る
べ
き
こ
ご
、
考
へ
る
。

　
　
　
　
ホ
濱
の
頻
回

　
内
的
に
登
達
の
要
素
を
備
へ
っ
》
あ
っ
π
中
世
の
小
濱

は
自
己
の
努
力
以
外
、
更
に
他
の
外
護
が
あ
っ
π
○
此
時

代
の
商
港
は
紳
就
、
・
寺
院
の
保
護
の
意
昧
か
ら
朝
廷
よ
り

船
舶
の
入
港
税
を
寄
附
せ
ら
れ
る
例
で
あ
っ
て
、
近
く
は

敦
賀
津
升
米
が
鎌
倉
蒔
代
に
一
定
の
年
限
内
西
大
寺
四
王

院
の
修
理
料
や
醍
醐
寺
の
修
造
料
・
砥
園
就
紳
輿
の
造
替

料
に
寄
附
さ
れ
π
こ
ご
が
あ
勢
（
西
大
寺
文
書
）
、
三
國
湊

も
亦
春
臼
早
期
興
編
寺
領
で
あ
っ
弛
Q
小
里
津
に
限
っ
て

此
事
の
な
か
っ
π
の
は
寧
ろ
不
思
議
で
あ
る
。
さ
り
な
が

ら
此
許
の
關
係
は
保
護
こ
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
謙
求
ε
な
る

傷
合
が
少
か
ら
ぬ
こ
ご
で
あ
っ
だ
か
ら
、
小
濱
は
却
て
僥

倖
こ
も
い
へ
や
う
O

　
唯
小
走
が
此
時
代
に
皇
室
御
領
で
あ
っ
π
こ
ご
は
注
意



に
値
す
御
Q
三
國
湊
は
室
町
時
代
に
内
膳
司
の
管
轄
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
へ

っ
陀
、
そ
れ
に
比
す
れ
ば
上
古
以
奈
よ
り
多
く
の
緑
故
を

有
し
京
都
に
も
糧
近
き
若
狡
の
小
濱
で
あ
り
な
が
ら
斯
る

關
係
の
成
立
し
て
三
把
こ
ご
は
見
當
ら
澱
。
さ
り
な
が
ら

京
都
か
ら
小
濱
に
至
お
山
城
・
近
江
・
若
書
の
沼
撹
近
く

は
重
ん
ご
御
召
地
帯
ご
申
し
て
も
宜
し
い
程
皇
室
御
領
に

富
ん
で
居
π
o
八
瀬
・
大
原
は
姑
く
措
き
、
朽
木
谷
か
ら

若
狭
に
入
っ
て
吉
田
荘
・
三
宅
蕪
・
松
永
保
・
國
富
妊
・
名

田
荘
な
ご
何
れ
も
前
後
御
領
で
あ
っ
把
こ
ご
が
鎌
倉
時
代

か
ら
戦
國
時
代
に
か
け
て
の
記
録
、
文
書
（
例
へ
ば
宣
胤

卿
記
・
實
経
管
記
㌔
朽
木
文
書
・
徳
鮮
寺
文
書
、
壬
生
文

書
な
ざ
）
に
散
見
す
る
。
小
面
の
禁
裏
御
料
に
な
っ
た
事

は
長
興
宿
彌
記
文
明
十
八
年
八
月
廿
七
日
の
條
に
、
近
日

彼
小
寒
禁
裏
御
料
所
也
、
如
ヒ
元
於
武
田
大
膳
大
夫
入
道

（
國
信
）
可
二
申
付
一
之
由
爲
二
叡
慮
一
世
二
飛
出
一
之
由
有
一

其
沙
汰
一
云
々
ご
あ
る
に
從
へ
ば
、
其
頃
の
事
ご
見
ぬ
る
け

　
　
　
第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
小
籔
港
の
研
究

れ
こ
も
其
よ
り
以
前
か
ら
ご
思
は
れ
る
事
は
、
彼
慮
永
十

九
年
に
南
螢
船
守
艘
が
小
濱
に
入
港
し
て
八
月
に
出
帆
し

て
居
る
が
、
や
が
て
朝
廷
か
ら
此
南
盤
葦
船
の
公
事
を
直

納
す
る
や
う
、
幕
府
を
経
て
守
護
一
色
義
範
に
御
沙
汰
が

あ
っ
て
、
幕
府
は
十
二
月
三
日
に
之
に
織
し
て
御
敷
書
を

謝
し
た
事
で
も
介
意
立
て
ら
れ
る
。
省
い
へ
ば
慮
永
十
六

年
六
月
十
八
日
に
内
裏
の
御
使
こ
い
っ
て
三
人
小
商
に
下

着
し
π
の
を
小
悪
の
代
官
の
手
で
あ
ら
う
召
捕
っ
て
、
中

二
入
を
追
放
し
、
一
人
を
指
し
π
こ
ご
が
今
富
名
領
主
代

々
次
第
に
見
ね
る
、
其
二
人
は
番
匠
で
あ
っ
陀
こ
い
ふ
か

ら
詐
欺
行
爲
に
出
で
把
も
の
で
は
あ
ら
う
け
れ
こ
も
、
亦

禁
裏
ご
青
地
こ
の
御
領
魚
価
を
偲
ぶ
の
料
に
は
な
ら
う
○

　
二
戸
公
記
文
緬
二
年
四
月
二
日
の
條
に
、
是
迄
守
護
武

田
元
信
に
於
て
滞
納
し
つ
、
あ
っ
セ
供
御
料
所
π
る
小
野

の
御
月
露
を
鳥
撃
飲
川
信
賢
が
元
信
を
諭
し
て
進
獄
さ
せ

π
こ
ご
が
見
ぬ
る
。
こ
れ
に
擦
れ
ば
、
小
濱
は
供
御
料
所

第
四
號

五
九
　
（
六
ご
四
）



　
　
　
第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
図
解
港
の
研
究

ε
し
て
毎
月
々
宛
銭
を
獄
還
す
る
義
務
を
負
う
て
居
π
の

で
あ
る
○
又
朋
賀
寺
年
中
行
事
に
は
享
腺
三
庚
寅
年
秋
、

大
裏
進
僻
怠
反
銭
ト
號
而
今
富
寺
魔
百
姓
等
計
被
懸
也
、

此
夏
勅
使
中
御
門
庭
田
殿
下
向
ε
見
ね
る
○
御
湯
殿
上
臼

記
や
二
水
記
に
擦
る
ご
、
蔵
置
は
若
狡
に
あ
る
御
領
の
年

貢
の
怠
納
を
責
め
ら
れ
る
爲
め
、
前
轍
大
納
言
中
御
門
下

之
・
庭
田
重
親
試
人
の
勅
使
を
差
遣
は
さ
れ
π
の
で
あ
る

が
、
守
護
武
田
元
光
は
僅
々
三
箇
月
の
年
貢
だ
け
し
か
納

め
な
か
つ
陀
こ
い
ふ
。
今
富
の
寺
就
百
姓
に
ば
か
り
懸
け

セ
リ
こ
い
へ
ば
、
小
産
は
こ
れ
に
預
か
ら
な
か
つ
π
ご
共

に
、
冷
富
名
も
亦
御
領
で
あ
っ
陀
か
ご
思
は
れ
る
Q
朋
賀

寺
年
中
行
事
に
は
叉
大
裏
反
銭
四
十
別
言
晶
群
へ
懸
畢
天

文
十
七
年
秋
ご
見
ね
る
が
、
こ
れ
は
信
豊
の
時
の
事
で
あ

る
。

　
武
田
氏
ご
京
都
こ
の
間
の
斯
榛
に
親
密
で
あ
っ
元
事
、

其
地
理
上
、
京
都
に
近
く
、
叉
風
景
に
富
ん
で
居
る
事
は

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
山
ハ
○
　
　
（
六
二
五
）

京
紳
を
引
付
け
把
ゆ
將
軍
足
利
義
満
も
明
徳
四
年
・
懸
永

二
年
小
濱
の
地
に
高
濱
か
ら
此
庭
に
遊
ん
だ
○
享
隷
五
年

七
月
に
は
叢
叢
の
世
儒
清
原
宣
賢
卿
が
此
地
に
墾
ら
れ
武
．

田
践
の
翁
め
に
訳
書
を
講
じ
だ
こ
ご
も
あ
っ
て
、
例
へ
ば

嗣
入
自
筆
の
孟
子
八
憲
の
隻
語
に
は
享
緑
五
年
七
月
廿
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
武
）

日
廿
七
日
於
若
狡
州
小
面
栖
雲
寺
竹
閏
野
墓
之
ご
見
ね
る
。

國
信
・
元
信
・
元
光
等
何
れ
も
和
歌
の
筆
蹟
に
堪
能
で
あ

っ
て
、
書
信
は
又
新
撰
菟
玖
波
集
の
作
者
で
も
あ
り
、
元

信
は
後
奈
良
院
か
ら
定
家
の
伊
勢
物
語
を
賜
は
り
、
元
光

は
後
柏
原
天
皇
の
御
製
を
も
拝
受
し
π
こ
ご
が
あ
る
。
（
登

心
寺
古
書
・
朋
賀
寺
文
書
舌
車
文
書
斯
る
方
面
か
ら
此

地
方
も
次
第
に
京
都
の
丈
化
が
移
植
さ
れ
る
こ
ご
、
な
つ

π
Q

　
さ
れ
ご
小
濱
の
登
達
に
取
っ
て
は
多
少
の
例
外
は
勿
論

あ
る
に
し
て
も
、
領
主
の
保
護
程
難
有
い
も
の
は
な
か
っ

た
で
あ
ら
う
。
彼
等
が
種
々
の
便
宜
を
與
へ
叢
ハ
商
人
を
保



食
す
る
に
努
め
把
三
は
前
に
淺
野
長
政
・
京
麺
高
次
の
学

匠
改
正
に
就
て
述
べ
陀
の
で
も
知
ら
れ
や
う
。
今
更
に
一

例
を
畢
げ
る
ご
淺
野
長
政
は
縛
封
後
、
京
極
高
次
が
何
の

罪
あ
っ
て
か
組
屋
六
郎
左
衛
門
を
嚴
偏
す
る
ご
聞
き
高
次

に
書
を
寄
せ
て
其
魔
に
慮
せ
ら
れ
ん
・
と
を
望
ん
だ
が
部
下

を
愛
撫
す
る
の
幡
…
、
紙
上
に
溢
れ
て
居
る
。
へ
組
屋
文
書
十

月
五
日
淺
野
長
政
書
状
）
然
る
に
之
に
答
へ
覚
高
次
の
書

は
慰
者
小
難
町
人
之
儀
被
二
仰
越
［
候
、
委
細
意
並
存
候
、
少

も
如
在
仕
聞
敷
候
云
々
こ
い
っ
て
毫
あ
他
意
な
き
や
う
に

見
ね
る
へ
長
井
文
書
十
月
十
二
旦
尚
次
書
状
）
早
早
組
屋
は

京
極
家
に
於
て
も
淺
野
家
以
上
の
待
遇
を
與
へ
ら
れ
π
Q

　
こ
》
に
一
の
注
意
す
べ
き
は
是
等
の
商
入
の
前
身
や
其

父
櫨
時
代
に
武
士
で
あ
っ
π
も
の
、
少
ら
ぬ
事
で
あ
る
。

さ
な
き
だ
に
侍
ご
土
民
こ
の
階
級
的
差
別
の
著
し
く
緩
和

さ
れ
π
此
時
代
で
は
武
士
の
町
人
に
な
つ
沈
の
に
不
思
議

は
な
い
が
、
小
濱
の
町
人
の
中
興
に
畢
げ
だ
重
も
な
る
も

　
　
　
第
　
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
小
門
港
の
研
究

の
は
殆
ん
ご
皆
武
士
の
出
身
で
な
か
つ
π
も
の
は
な
い
。

組
寸
心
の
先
代
宗
圓
の
如
き
は
京
極
工
高
の
時
、
遣
敷
・

大
飯
二
郡
に
於
て
千
石
鯨
の
代
官
に
任
せ
ら
れ
把
こ
ご
さ

へ
あ
っ
柁
（
組
屋
交
畿
日
）
○
此
一
事
は
一
面
に
國
内
は
も
こ

よ
り
海
外
迄
の
活
動
の
素
地
を
な
し
、
他
面
武
士
陀
る
領

主
こ
の
間
に
敬
重
の
念
を
惹
起
し
π
ご
思
は
れ
る
○

　
　
　
　
結
　
　
　
藷

　
先
き
に
申
世
の
堺
港
を
研
究
し
π
余
輩
は
小
鷺
港
に
於

て
も
共
通
の
事
實
の
表
現
を
見
出
し
て
一
段
の
興
味
を
畳

ゆ
る
も
の
で
あ
る
。
莫
一
は
爾
者
の
登
展
が
一
様
に
商
北

朝
の
受
働
を
起
黙
こ
し
て
居
る
事
で
、
其
二
は
叉
問
屋
業

が
其
生
命
ざ
な
っ
て
居
π
事
で
あ
る
。
更
に
之
を
厭
洲
中

世
の
都
市
の
画
才
に
比
較
す
る
ご
、
其
三
要
件
の
一
つ
こ

い
は
れ
る
中
央
集
椹
の
微
溺
こ
な
つ
陀
事
は
此
時
代
以
後

に
於
て
殊
に
顯
著
で
あ
る
、
と
言
ふ
迄
も
め
る
ま
い
Q
次
に

商
工
業
の
登
達
は
此
時
代
以
後
殊
に
戦
功
時
代
の
領
主
の

　
　
　
　
　
　
　
第
M
幽
聴
伽
　
　
　
　
山
ハ
一
　
　
（
山
ハ
ニ
山
ハ
）



第
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
小
濱
港
の
研
究

自
身
策
よ
り
す
る
保
護
ご
商
工
業
煮
の
自
畳
ご
相
待
っ
て

馴
致
し
だ
新
白
蓮
で
あ
る
。
商
工
業
の
分
業
も
此
時
代
に

著
し
く
圏
立
っ
て
來
た
。
而
か
も
堺
に
し
て
も
、
小
濱
に
し

て
も
、
そ
れ
薗
身
は
土
地
も
狡
く
生
濠
業
こ
て
も
取
立
て

、
言
ふ
程
の
も
の
は
な
く
、
專
ら
他
國
よ
り
す
る
輪
鐵
入

品
の
中
縫
に
依
っ
て
勃
興
し
柁
の
で
あ
る
。
最
後
に
領
主

等
の
迫
害
に
封
ず
る
自
衛
的
團
結
は
爾
者
を
通
じ
て
強
か

つ
だ
こ
ご
、
既
に
説
い
π
点
り
で
あ
る
Q
新
て
大
膿
に
於
て

は
叉
歓
洲
の
都
市
の
登
嫁
ご
其
径
路
を
同
じ
く
し
て
居
た

ビ
い
へ
や
う
。
晦
小
濱
の
町
人
が
領
主
ご
服
屡
蘭
係
の
濃

厚
で
め
つ
π
の
に
比
し
て
、
堺
が
著
し
く
民
主
的
色
彩
に

富
ん
で
居
把
こ
鳳
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
事
實
で
め
ら
う
。

　
或
は
諸
等
か
ら
小
濱
へ
米
穀
四
十
物
の
廻
る
は
京
極
家

の
頃
に
は
さ
の
み
多
↑
は
な
か
っ
た
こ
い
っ
て
鼠
世
の
麗

な
れ
ば
な
る
べ
し
、
こ
の
推
定
を
下
し
だ
も
の
が
あ
り
（
稚

狡
考
九
）
或
は
士
地
の
廣
狡
、
入
口
の
多
寡
等
を
以
て
中

第
四
號

山ハ

j
　
　
（
六
二
七
）

世
の
近
世
に
及
ば
澱
ご
説
く
も
の
も
あ
ら
う
○
さ
り
な
が

ら
猫
額
大
の
堺
港
で
す
ら
彼
の
如
く
一
代
の
豪
華
を
極
め

π
。
人
口
の
自
然
培
廓
な
免
れ
蟻
蚕
で
あ
っ
て
．
必
ず
し
も

富
の
程
度
を
ト
す
る
乙
が
幾
十
澱
Q
寛
永
十
七
年
の
家
業

記
に
船
持
四
十
八
人
、
水
主
百
六
十
七
人
あ
っ
π
も
の
が

天
和
三
年
に
船
持
四
十
人
。
水
主
百
九
人
に
減
じ
て
居
る

杯
寧
ろ
衰
兆
ご
看
遷
す
芝
が
出
來
る
Q
生
産
業
の
奨
働
や

獲
違
は
衰
頽
か
ら
救
は
れ
ん
こ
す
る
一
種
の
穿
き
ご
見
る

べ
き
で
あ
っ
て
効
果
の
程
は
畳
束
な
い
Q
（
近
世
の
小
濱
に

つ
い
て
は
別
論
の
日
が
あ
ら
う
）
江
戸
時
代
の
祇
會
階
級

の
整
理
が
完
成
さ
れ
て
、
町
人
が
遙
に
士
流
の
下
風
に
立

つ
蒔
代
に
、
商
工
業
上
、
何
程
の
翼
醒
し
い
登
農
が
望
ま
れ

や
う
○
近
日
は
不
レ
見
当
土
民
侍
之
階
級
一
之
時
節
也
勤
こ
い

は
れ
だ
室
町
時
代
に
は
實
に
理
想
に
近
い
商
工
業
晴
代
こ

い
ふ
王
が
出
凍
る
。
小
幕
の
黄
金
時
代
は
前
者
に
あ
ら
す

し
て
寧
ろ
後
渚
で
あ
っ
セ
○
（
渡
鮮
前
三
臼
、
國
史
研
究
室
に
て
）

、撮


